
1）  

NIRA期の小売業について  

中   野  

トNIRAと同業組合。 Ⅱ，小売業『規約』による賃労働＝資本関係の規  

制。 皿．NIRA期紅おける価格規制政策の進展と小売業。 Ⅳ・・NRA  

の政策転換とその影響一浩びに代えて⊥。  

Ⅰ  

（1）NIRA制定への動き  

1929年10月，クォ・・－ル街の株式大暴落に．端を発した長期の・深刻な不況ほ，  

従来の不況とは異なる・新たな諸特徴を有し，アメリカ経済の国家独占資本主  

義体制への移行を必然化するものであった。したがって，その不況克服策も，  

経済の自動回復力を喪失した体制に．たいする新たな認識に．もとづく，ドラステ  

ィックなものとならざるをえない。しかし，不況初期においては，フーグァ－  

政府－－そしてローズグェルト政府の初期も同様であるが－の臨時的・局部  

的救済対策に・現われて－いるように，経済の新たな現実についての－・歩深い把握  

とそれに．もとづく政策ほとられていなかった。2）   

29年恐慌にはじまる経済的・社会的危機をもっとも鋭敏に受けとめたのは実  

業界である。したがってまたかれらの提唱した不況克服策が，その初期におい  

ては，もっとも包括的かつラディカルなものであった。たとえば，31年1月，  

全米商業会議所は，H．Ⅰ．HaIrimanを委員長とするCommittee on the Con－  

1）本稿は，「30年代アメリカにおける小売配給の諸問題」（『香川大学経済論叢』第38巻   

算4ぢ）の第Ⅱ章として，同誌第5号紅掲載の予定であったが，都合に．より本『年報』   

紅ふりかえるこ．と紅した。  

2）都留雇人『アメリカ経済の発展』1951年，第二謂第三節参照。   
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tinuity ofBusiness andUnemployment3）を設け，実業家の意見を調査した  

結果，（1）生産制限，（2）シャーマン反トラスト法の修正（緩和），（3）失米保険，を  

要求し，（4）労働時間の短縮ほさけられない，との報告書を提出した。また同年  
●●●●●  

9月，G．E．社長G．Swopeほ，反トラスト法を修正・緩和し，同業組合に，  

価格および生産のコントロール＝安定化，会計方法の決定，各種保険制度およ  

び雇用者代表制の設置，を含む取引慣行の大筋をきめる権限を付与することを  

要求したプランを発表した。4）   

さらに，全米商業会議所は，82年，Committee on Wor’k PeriodsinIn・  

dustryを設層し，その委員長GoodyearTireandRubberCo．のP・W・Litch・  

field社長ほ，つぎのような中間報告をおこなう。すなわち，（1）労働時間短縮  

の実施。ただし，労働者の福祉と企業能率の重大な侵害がないこと。（2）最高  

過40時間労働の適用。ただし，州また連邦レヴュルに．おける立法措置に・より，  

固定的・永久的最高労働時間またほ最低賃金率の基準を設定することに・は反  

対。（3）雇用拡大政策の採用。（4）弾力的労働時間計画を採用し，新生産方法の採  

用にノ伴う労働時間調整その他によって，能率の維持と雇用の維持とを両立させ  
●●●●  

ること。（5）同業組合に．よる自発的協定を認可する権限を有する適切な政府機関  

を設置するため，特別の立法措置をとること。そして，この自発的協定ほ，公  

共の利益を増進し，「不公正競争」を除去する最低賃金・最高労働時間の設定  

を含むこと㌔）   

ここに表明されている実菓界の基本的立場は，後述するように，はぼそのま  

まNIRAに．継承された。じじつ，同報告はNIRAの制定紅大きい影響をあたえ  

たのである。さて，この報告に総括される・実業界の提唱した不況克服策の特  

徴はつぎの8点に要約できよう。すなわち，第1は，景気回復に不可欠な労働  

側の協力をえるため，一・定の譲歩をしている－あるいは，すくなくともそう  

みせかけている－ことである。第2に，反トラスト法の修正・緩和に．よって  

可能となる同業組合活動の強化・拡大を拠点として，自己のインタレストの実  

現を要求している。第8ほ，－・定の限界内に・おいでではあるが，経済過程への  

3）この委員会の名称ほ興味深い。  
4）CharlesFRoos，NRA Economic Planning，1937，p．18  
5）J∂どd．，ppい18－20・   
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6）  

政府の介入を要請している。ここには，実業界自身に．よって，政府と同業組合  

の「協同体制」というNIRAの基本的思想が表明されているとみてよいであろ  

う。そして，かかるいみに．おける・景気回復のための・「凝済計画化」論者は，  

政府側にも，それぞれの見解に多少のニュー・アーンスの相違があったとほい  

え，多数いたのである。7）   

政府と同業組合との「協力」による資源または経済力の全的利用＝動員とい  

う思想は，1918年初のWarIndustries Board（WIB）において実践に移され，  

検証づみといって－よい。戦時という非常事態のもとで，「国防のため」に．，資  

源の全的利用＝動員計画を推進するに．さいし，WIBと同業組合とは相互に．「協  

力」し，両者の－・致した政策を実施したが，それらの政策のなかに・ほ，戦時生  

産を確保するための合同・統合の積極的推進，価格協定，販売・生産制限，あ  

る種の製品の独占等，反トラスト法違反のものが多数含まれていた。しかし，  

同業組合によるこれらの独占的諸活動は，協定の－・方の締結者が政府自体であ  

ること・および政府の承認のもとにおこなわれる，ということによって」反トラ  

スト法の適用除外とされてこいたのである。8）かくして，第一・次大戦中に，巨大企  

業ほ非常な躍進をとげたが，政府は，WIBを通じて，それに積極的に．「協ガ」  

したわけである。30年代初期のばあいほ，「■国防のため」ではなく，経済危機と  

それに起因する社会的危機の克服のためであるが，全産業に・およぶ点に．相違が  

あるとほいえ，政府と同業組合との「協同体制」という基本線では同一・であり，  

WIBの経験からみて，きわめて危険な要素を内包してこいた。   

（2）同業組合とその役割  

アメリカにおける同業殖合運動は南北戦争にはじまり，1861年WI－i如ting  

PaperManufacturers’Associationが結成され，60年代に8組合，さらに70  

6）すでにのべたごとく，全米商業会議所でさえ，政府：の産業への介入に反対せず，む   

しろ介入を要求していた。実業界におけるかかる蛮大な態度転換は，かれらの危機感の   

深刻さと自信喪失を端的に示すものであろう。とはいえ，かれらが政府権力の強大化と   

反独占的諸政策の展開を非常に警戒していたことはいうまでもない。  
7）たとえば，NIRA制定に指導的役割を果し，初代NRA長官にもなったH・S・John－   

son将軍などほその代表的論者である。その他についてほ，J∂拍・，pい4，参照。  

8）J∂≠d．，pp・12－13・   
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－80年代に．は約50鮨合が結成された。しかもそれ以後，同業種合結成の気道は 

ますます高まる。   

このように，同業組合遊動の活徽化は寡占体制の生成・発展の過程と歩調を  

合わせていたが，このじじつからとうぜん予想されるように，これら同業離合  

の大多数ほ，価格・生産規制を中心とする独占的活動をおこなっていた。9）   

さてその後，1911年の「条理の原則（rule of reason）．」の導入は，カルテル  

とくに価格カルテリレとしての同業組合結成を促進し，第一・次大戦中ほWIBに  

ょってさらに．活動が強化される。大戦後になると，経済情勢の悪化・不安定も  

あって，自由競争に代る「■経済安定」（“新しい競争”）がいっそう声高く叫ばれ，  

巨大企業を中心紅，かれらがへ・ゲモニ・－を握る同米組合を通ずる業界の「協調」  

がつよく要求されるようになる。こ．の要求は，FTCによる一同業組合を通ず  

る競争の自主規制を目的とするN「■公正取引慣行会議（fair・trade－pr・acti・  

ce conferences）」（19年10月第1回目の会合）の設置推進，ビッグ・ビズネス  

讃美論者で構成されるFTCの新委員の任命，全米商業会議所のTradeRelation  

Committeeの設置・（25年），FTC内㌣こおける Division of Trade－Practice  

Conferenceの設置（26年），等々にみられるごとく，共和党政府とフ・～グァ・一  

滴務長官のもとで，積極的に支持され，他方民間側も，この好磯を利用して，  

「不公正競争」・「不公正取引慣行」の自発的排除なる名目のもとに，カルテル  

の強化・拡大を実現していく。  
10）   

かくして，25年にほ約1，000の同業組合が鴇成されていたといわれる。もっ  

とも，20－24年の間ほ．結成率の低下がみられるが，これほ戦後の・短期ながら  

も厳しかった・不況の影響，および既存の同業組合の活動強化に重点がおかれ  

9）C土ibidr，p．9；TNEC Monograph No，18，Trade Associ’ation Surve．y，p．12  

10）ある産業部門における同業組合の結成は，関連諸産業に．おける対抗的結成を誘発し   

－といっても結成の客観的条件の存在を前提とするが－－，かくして広範な産業領域   

における同農組合の結成をもたらすことになる。そして，かかる状況ほとうぜんのこと   

ながら同業組合間の取引協定を要論するにいたる。たとえば，20年代にほ，製造業者と   

小売業老の同業組合間で，取引関係紅かんする合同委員会が設けられ，各種の強制な伴   

う取引協定が締結された。これらほ，NIRA期に生じた事態の重要な1先例であろう  
（CfRuthP．Mack，Controlling Reiailers：A Study of Cooberation and Control   
葎′如」ね紘け丁用琉＝涙㍑5掛如α／点βノおァβ〝Cβfo～ゐ♂Ⅳ皮A，1936，pl．87王f・）。   
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て言いたこと，に．よるものであろう。しかしその後，結成運動はいちじるしく活  

瀞化し，25－29年間の同業組合結成数は，これまでのどの5年間のそれをも凌  

筍するものであった。11）   

20年代における，同業組合による全産業のカルテル化を積極的に・推進してい  

たのは，本来，司法省とともに．，反独占の拠点たるべきFTCである。そこで，  

30年に，司法省はついにたまりかねて，FTCにたいし，本質的にほ価格協定の  

煙幕である取引協定の認可をやめ，それを非難しないなら，FTC自身を反トラ  

スト法違反で起訴する，と警告した。この警告におどろいたFTCは，31年未ま  

でに，62の産業に・たいして認可していた「公正翠引慣行規則（Ⅰules of 董ai王’  

trade practices）」＝カルテル協定をドラスティックに改訂したのである。12）こ  

の「規則」は．，本質的にほ，『規約（codes）』と同一・のものといってよい。   

以上みたごとく，独占的活動のために，同業組合が果してこきた役割は．きわめ  

て重要であるが，いまその主要な活動および客観的役割を－・般的に要約すれば  

つぎのごとくなろう。（1）個別資本を同業離合に結集するこ．とにより，労働およ  

び政治面に．巨大な影響力を発揮できる。とくに30年代において，対政府関係の  

諸活動に．もっと．も重点がおかれていたことは充分注目しておいてよい三3）（2）対  

外的には当該分野全体のインタレストの擁護を目的とするが，内部でほ巨大企  

業がリーグ」－シ ップをとっている。（3）業界内での主要な活動ほ，競争制限とく  

に価格競争の抑制等の独占的活動に透り，それらが「公正競争」，「不公正取引  

慣行の排除」，「共存共栄」等の美名のもとに．おこなわれる。14）（4）同業組合のお  

こなうその他の広範な諸活動，たと．え．ば各種情報収集・統計作成・情報交換，  

宣伝・広報，標準化・単純化，技術・経営研究等々の諸活動15）も（3）の活動に不  

11）TNEC Monograph No”18，p12 

12）C‖F・Roos，OP＝ diい，p16司法省の警告によって－政策転換したFTCにたいして   

は，32年，連邦議会において，規約（codes）または協定による「不公正取引慣行」禁   

止のため，同業組合とFTCとの協力を促進することを目的とする，いくつかのFTC樅   

限強化法案が提出された。  
13）CfTNEC Monograph No．18，ChlⅡ 

14）詳しくは，Ibidl・，ChrⅢ・およびTNECMonographNo…21，Coml・eiitionandMo・   

〃〃♪〃／．γ∠－〝A7乃g7■よcα〝J乃血s′′．γ，p232ff・・，参照。  

15）同業組合の多面的溝助に．かんしては，TENC Monograph No．18，ChsJI，ru．，V，   

Ⅵ，Ⅶ，をみよ。   
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可欠のものとしてこおこなわれることが多い。（5）同幾組合による独占的活動は．反  

トラスト法に抵触しがたい。したがって同幾組合は，独占的活動の重要な橋頭  

墜となるものである。   

上述のこ．とから，実業界が同業組合を中核に．すえた不況克服策を提唱した意  

図ほもはや明白であろう。NIRAが実業界のこの要求をそのまま容認し，独占  

的活動のための橋頭堕の構築を認めただけでなく，そ・の育成・強化をはかった  

ことほ，NIRAの目的実現に重大な影響をあたえること紅なった（後述参照）。   

（3）NIRAの内包する矛盾  

NIRA制定過程についてここで詳述するこ．とほできないが，原案作成過程で  

注目される点ほ，第1に・，のちに重要ないみをもってくる団結・団交権につい  

て，最初何の規定も設けられず，のち紅労働省がその規定をつけ加えたこ・とで  

ある。第2は，法案作成の最終段階（5月以降）においても，労働関係条項を重  

視するR．E．Wagnerのグ）VpプやAFLの代表を排除して最終案が練られた点  

である。そ・して最後に．，欝2に閑適するが，AFLが，ビッグ・ピズネスの代  

表に．，法案作成会議において，AFL（労働側）の利害を代弁してくれるよう  

依頼したことである。これは当時の労使関係を象徴するものであろう。   

さて，同法案は5月17日軋上程され，両院とくに上院で，製造業者のロビイ  

ングによる若干の重要な修正がなされたのち通過し，6月16日，大統領の署名  

があって，ここに「おそらく…かつてアメリカ議会が制定したもっとも重要  

かつ影響の大きい立法」（ロ－ズヴ．ェルりが実施されることになった。実業界  

と労働界の反響をみると，前者は，政府当局の権限の強化と団結・団交権に不  

満をもちつつも，同法を「Magna Charta ofIndustry and LaborJ（全米商業  

会議所会頭Ha汀iman）とよび，モデル『規約』の作成を声明していた。他方労  

働者側は，実業界以上に・碗極的な支持者であった。さて，NIRAの行政機関  

NationalRecovery Administration（NRA）の初代長官にはJohnson 将軍  

が任命され，かれほ，不況の克服，利潤なき産業に利潤を，労働にたいしてほ  
労働時間の短縮と支払いの増加を，消費者にたいしては購買力の増加を，それ  

ぞれ約した。   

ロ・－ズグ，エルF・政府初期の不況対策ほ，フ・－プアー政府のそれを出るもので   
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はなかったが，事態の悪化は，そうした臨時的・局部的救済策に・とどまること  

を許さず，よりいっそうラディカルな救済策，すなわち政府とビズネス（同業  

組合）との全面的な「■協同体制．」に．よる不況克服策（NIRA）が採用されることに  

なったわけである。1¢）こ・こに周家の経済過程への積極的介入野口火が切られた。   

NIRAほ全3部よりなり，第2部は公共土木事業計画にかんする規定であっ  

て，その目的は，広範な公共土木事業への政府支出によって，雇用機会の増大  

と購買力の増加を実現しようとする点に．ある。第3部ほ緊急救済および建設法  

の修正諸規定である。だが，もっとも重要で，かつわれわれが本稿でとりあげ  

るのは，第1部産業復興計画一産業の統制・回復にかんする諸規定である。  

その目的ほ，広範な失業と産業の崩壊を克服し，景気回復を実現することにあ  

ったが，その具体的方法は，（i）労働時間短縮による雇用増加，（ii）実質賃金引  

上げに．よる購買力の回復，（iii）不況下で激烈化した競争の緩和（「不公正競争の  

根絶」・「競争の合理化」），である。   

このような不況克服策が矛盾する諸要素を内包していることは容易に．指摘し  

うるであろう。もともとニュー・・ディールには基本的に．相対立するふたつのか  

んがえが存在していた。17）すなわち，実業界を中心とする保守派は，深刻な不  

況によりいちじるしく低下した利潤を，とくに・価格固定化に．よって二，回復・確  

保し，それを通じて景気回復を達成しようとする。すでにみた実業界の提唱し  

た回復プランほ，反トラスト法の修正・緩和，同業組合活動の奨励，「不公正  

競争の排除」等々，■すべてこの利潤回復・確保に連なるものである。そしてか  

かる要求ほはば全面的にNIRAに・とり入れられた。他方，進歩派は，高賃金・  

労働時間短縮と，それを実現する拠点となるはずの労働組合結成・強化を重視  

し，これによる購買力増加を通じて景気回復をはかった。18）NIRAはこの主張を  

16）ロ／－ズグ．ェルト政府の不況克服策としては，他紅，Reconstruction Finance Cor・   

po工ation（RFC）による直接的救済活動，および金融機関に関連する諸立法によるたて 

なおしがあるが，ここではふれない。  

17）都留蛮人，前掲，14ト43・ぺ－ジ。  

18）もっとも，かかる進歩派の主張する論点のいくつかほ，実業界によって先取りされ   

ていた。しかし，後者にとって，かかる主張はそれ自体いみあるものでほなく，労働側   

の臨力をえるため，および自己の独占的・利己的要求を受け入れやすぐするためのやむ   

をえない譲歩であつて，けっして主要な地位を占めるものではなかった。   
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もとり入れたのであって，そのいみでほ，基本的軋対立する見解の妥協の産物  

といってよい。  
●●●●   

この本来相対立する要求を，いちおうともに．充足するのは高物価政策以外紅  

ありえない。19）高物価政策こそは，企業活動の動力となる利潤を保証し，しか  

も労働側に許容する賃金引上げを，利潤を浸蝕することなく，吸収・転嫁でき  

るものである。政府が，NIRAに．よって歩みはじめた方向は－主観的にはと  

もかく…客観的にはまさにこれであった。  

Ⅱ   

（1）『規約』作成過程と同業組合   

NIRAの中核をなすものは，すでにのべたように，その第1部とくに第3条  

に廟定されて：いる『公正競争規約（Code of Fair Competition）』である。『規  

約』は，当該産業部門ないし分野に属する企業の諸活動を根本的に制約する。  

そして，－・般に当該産業部門ないし分野を共に代表する同兼細合のみが，これ  

を作成する資格を有してこいた。こ．のため，および各『規約』の具体的管理・運  

営がそれぞれの同業観合の支配下にある規約管理局（code authority）に．管轄  

されていたため，NRAのもとで，多数の同業舶合が結成され，その活動が強  

化・拡大されたのである。20）さて，同業組合の作成した『規約』は，実質的に  

はNRAが，形式的には大統領が一作成を命じ，かつ岬認可する。認可さ  

れた『規約』ほすべて反トラスト法の適用除外とされ，『規組』達反者に」は，  

不公正競争の廉で，違反期間中1日500ドルという高額の罰金が課せられたた  

め，広範囲にわたる強制的適用が可能となった。   

さて，小売業界払おいてほ，『規約』作成ほル、かに進められ，そこにみられる  

19）一般的に軋，高能率＝合理化に・よつてこの矛盾を餅決しうるが，投資活動の減衰し   

ている状況下では，直接的な労働強化による以外，能率向上の遣ほない。  

20）同業組合結成数という星的側面だけからみても，たとえば，40年頃に．活動中の全同   
業組合中23％がNIRA期（33－35年）に結成されている。しかもこの数字は，NIRA以   

後多数の組合が消滅しているので，NIRA期把おける組合結成の実態をかなり過少評価   

させることになる。たとえば，NIRA期にほ約800の同業組合が結成され，そのうち275   
が消滅したといわれる（TNEC Monograph No．18，pp．12－13，およびTNEC Mono■・   

gf■aph No．17，P㌢■0∂Jβ∽S O／S∽αJ／β〟S∠紹♂1SS，pp164－65，をみよ）。   
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特徴ほ何であろうか。21）小売業ほ，NIRAに・よって『規約』作成の機会があたえ  

られていただけで，作成を命ぜられてほいなかった。産業復興計画の中心ほ，  

あくまで復興の鍵を捗るとみなされていた10｛ノ12の基幹産共に・あり，小売業の  

不況ほ，こ．れら基幹産業の回復に・ともなう・－・般の景気回復によって自動的に解  

決・克服しうるものとして，最初はあまり注目されていなかったわけである。政  

府側が小売業に注目しほ．じめたのは－－属そらくそれはある種の政治的配慮に・  

よるものであろうが－－＋NIRAの意義を国民にPRするこ．との重要性に気づき  

ほじめたからだといわれてこいる。たしかに・，小売商は大衆と直接結びついてい  

るうえに，圧倒的多数を占めるため，PRにとってもっとも重要な「戦略ポイ  

ント」に．あるといって－よい。   

かくして，NRAほ．『規約』の必要性を強調するようになったが，これにた  

いし小売共界は『規約』作成にむしろ反対していた。その理由は，『規約』作成  

によってえる利点は製造業に．おけるよりは．るかにすくなく，しかも失うもの  

は，『規約』がかならず含まねほならない労働時間・最低賃金条項および7条a  

項の適用等，きわめて大であるとの判断にある。ところが，小売商側はこのよ  

うな反対態度を急速紅変えて－いった。その原因ほいくつかあるが，第1に，直  

接的には，小売商に不利な条項を含む製造業者の『規約』が，つぎつぎと制定  

され，小売商の事業が，かかる製造業者の『規約』をこよって：，一・方的に大きく制  

約・支配されるに．いたったことにある。このような事態ほ小売商－といって  

ももちろん従来から製造業者と－・定の利害対立をひき起してこいた大規模商が中  

心だが－の非常な関心をよび，対抗的に小売業『規約』の作成へと進む。かか  

る経緯のうちに，製造業名と小売商との利害対立が明白に現われているが，こ  

の対立は，のちに，小売商側の申し入れによって，卸商も加えた8者が，『規約』  

作成過程で相互に協議し，調整がほ′かられることになる。22）  

21）Cf。RP．Mack，0♪Citu，pp。150－55；KennethDameron，‘‘RetailingUnder the   

NR．A．Ⅰ，”／0〟γ兜α／0ノ■β〟ざ査乃β．S．S，Vol＼恥No，1，．Tan‖1935，p，2  

22）このことは，両者の対立が完全に解消ないし調整されたことをけ一つしていみするも   

のではない。後述。   
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小売商側が態度を急変した欝2の原因は，－これこそが根本的であるが  

一大規模商が，『規約』の有する利点がそのマイナ・ス面を相殺してあまりある  

ことに気づいた点に．ある。23）っまり，小規模独立商がこ．れまで一層して要求し  

てきた価格切下げその他の「不公正競争」・「不公正取引慣行」の排除と「漸し  

い」取引・競争関係の樹立を，不況によってとくに保守化した大規模商自身も  

ある程度要求するようになり，ここ．に．『規約』のもつ利点を正当に評価できるよ  

うになったわけである。しかもさらに，『規約』の作成は，大規模裔に有利な同  

発組合の結成・強化紅絶好の機会を提供する。（なお，マイナス面にたいして  

いかなる対策をとったかは行論のうちにあきらかとなろう。） 24）   

かくして，NationalRetailDry Goods Association（NRDGA）が中心と  

なって二『規約』作成のために層極的に・動きだす。NRDGAのはか，主として衣  

服，家具，金物，限定価格プァラ．エティ・ストア，通信販売，楽器，靴，食料  

品，ドラッグ等の全国的同業細合がスポンサー・となって起草されたが，リ・－ダ  

－シップほあくまでNRDGAが握っていた。ここで注目されるのは，全チェ  

－ン・ストアを結集した NationalChain Store Association（NCSA）が参  

加していないことである。そ・の理由ほ，NCSAが各分野の・雑多なチェ・－ン・  

ス†アの結集体であったため，NRAの要求する『規約』作成資格を具備してい  

なかったことにある。NRAほ，商菜の各分野を真に代表する同業組合に．よっ  

て作成された『規約』しか認可しなかったのである。したがって，NRA下にお  

いて，NCSAほチ．ェーン独自のイタレストを増進するうえで無力であった。か  

23）『規約』にかんするこのような「理解」の深化は，製造業者『規約』虹負うととろが   

大きいとおもわれる。  
24）もつとも有力な小売同業組合のひとつで，百貨店と呉服店よりなり，メムバ－は29   

年で4，000，39年紅ほ6，000紅蓮し，50人ものスタッフを擁していた（TNECMonogIapll   

Ne．17，p．165）。なお，卸・小売業把おける同業組合数打ついていえば，NIRA期   

の詳しい数は不明であるが，NIRA期以降かなり消滅し，40年頃では，小売業における   

州・地方規模の組合が2，800（全体の46％，卸業でほ．400，同7％），全国的規模のもの   

が99（全体の7％，卸業でほ172，同1】％）である。なお製造業では，州・地方規模の組   

合が18％，全国的規模のものが62％を占めた。換言すれば，一腰に，小売業の同業組合   

は，他部門のそれに比し，小規模のものが多かったのである。かかる実情はNIRA期に   

おいても同様とみなしてよいであろう（TNEC Monograph No．18，pp．465－66）。   
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2β） くして33年11月，NCSAほ解散し，各分野の同業組合にとって代られる。しか  
し，このことが，『規約』にチェ－ンのインタレスト 】 というよりもむしろ巨  

大商としてのチェ－ンのインタレストーを反映させるうえで，それはどマイ  

ナス要因になったとはおもわれない。   

小売菜『規紛』作成にさいし大きく意見が分かれたのは，各分野ごとの『盟約』  

のみをつくるか，それともべつに小売業－・般を拘束する『基本規約（MasteI  

Or GeneralCode）』をつくるかどうかの問題にIかんしでである。これはお・そ  

らく業種間の利害対立やチェ・－ンへの配慮を反映していたのであろうが，結局  

ほNRDGAなどの有力な同業観合およぴNRAを中心とした『基本規約』賛成  

派の見解がとおった。このさい，『基本規約』のはうが賃金・労働時間規定を，  

小売商側に有利になしうるとの確信があったこと26）は注目しておいてよい。小  

売業紅おいてほ，労働側のインタレストを『規約』に反映させることが，『規約』  

のレヴュルが上昇するに．つれて，困難に・なる状況にあったのであろう。また業  

界側にとって：は，高レヴュルの『規約』作成にさいし，統一・的に労働側または政  

府（NRA）に対抗しうる有利さがある。   

さて，『小売業公正競争〔基本〕規約（Code ofFair・CompetitionfortheRe－  

tailTrade）』（以下『規約』と略称）草案作成ほ，33年7月頃より本格的にはじ  

まったが，この過程で注目される点は，岬他の諸産業部門に・おいても同様で  

あるが－NIRA．以前から各同業組合で活躍した人々（とくにNRDGA代表）  

が完全にイエソャティグを握っていたことである。したがって，業界側のイン  

タレストが草案のうえに．色濃く反映サることほさけられなかった。しかも，そ  

れをチェ．ックすべき労働組合は，－ NIRAに・非常な期待をよせてはいたが  

－－ 般に，そしてとくに．小売菓では弱体であって，何らの影響力をももたな  

かった。ただわずかに，労働側の利害を代弁すべきNRAが，当初，『規約』ほ  

25）Godfrey M．Lebhar，Ckain Stor・♂Si7eA77ierica：B59－1962，3rd ed．，1963，Pp 
188－89い倉本初夫訳『チエ．－ンストア－米国百年史』1964年，209－10ぺ－ジ。なおNCSA   

の解体によって，Limited PIice Variety Stor・e Assn．，NationalCouncilof Shoe   
Retailers，NationalAssn”Of ChainI）rugStores，NationalAssn．．ofFoodChains，   

の各組合が生れた。  
26）R．P∴Mack，0♪C貞一≠・，p・155   
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賃金・労働関係諸規定に限るべきである，としてこいたにとどまる。ところが  

NRAのこ、のような要望も，同米綿合例の「公正取引慣行」規定を要求する強  

力な働きかけのま．え．に－・蹴され，しかもさらに・，（後述のごとく）賃金・労働時  

間関係諸規定においてこも，同業組合側の圧力によって大幅に・後退していく。   

要するに．『規約』は，資本と労働または消費との間でおこなわれるフット肘－  

ルの試合で，資本側が－・方的に．決めたルールのようなものである。27）政府は，そ  

のさい，アムパイア－の役割を実質的にほ果していなかった。とこ・ろが，形式  

的に．はアムパイア・－の役目を果すものとされていたため，この勝手なルールは  

いわほ合法化され，ビズネスによる命令が，政府の命令とされ，かえって深刻  

な悪影響をあたえることになったのである。   

さて，小売業『規約』は，NRDGAを中心軋作成された草案が，若干の修正を  

へただけで認可され，10月31日より実施されることになった。28）ではその内容  

ほいかなるものであろうか。「■NRAほ同業組合を経済復興促進の手段にしよう  

とした。しかし，同業組合が規約に織り込み，NRAが認可した条項の大部分  

は，経済復興の目的を達成するには見当違いのものであった。．」2g）このことは小  

売業『規約』においても同様である。以下においては，その点をまず賃金・労働  

関係の諸規定にかんしてみることにしよう。   

（2）賃金・労働関係諸規定   

（i）NRAの労働政策は「二革命的」影響をあたえたといわれるが，たしかにそ  

れは，従来のアメリカ政府の労働政策に比較すれば－【「革命的」とはいえな  

いにしてもーいちだんと進展したものではあった。これに．よって，労働政策  

面における西欧諸国に比しての大幅な立ち遅れを，多少とも克服することにな  

ったといってよい。とはいえそれが重大な限界をもっていたことは後述すると  

おりである。  

27）David Lynch，The Concentration ofEconomic Power，1946，pい151  
28）『選本規約』の適用下にある／ト売店は店舗数で全体の24％，売上高では36％を占め   

る。このはかに．，小売業で最大のシェアを有する食料品店およびドラッグ・ストアその   

他の分野では『補足的規削が設けられたので，これらは上記の数字に含まれてし、ない。  
29）TNEC Monograph Nol、21，p”210   
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アメリカの労働政策史上劃期的意義を有するのほ．，NIRAの第7条a項によ  

る団結・団交権の容認である。労働省を中心とする政府部内の進歩派および一・  

部の進歩的議員軋よる同項の導入ほ，NIRA制定過程において最大の論争をひ  

き起した。G．M．などは労使協調思想のもとに，それを容認する「進歩的」立  

場をとったが，実業界の圧倒的多数の態度は，NAM（NationalAssociation  

of Manufacturers）の頑強な反対運動に表明されている。30）しかも，かかる態度  

ほNIRA成立後もまったく変るこ．とがなかった。しかし，同時に，他方でほ  

一後述するように－7条a項の代償として，『規約』に価格固定等の独占的諸  

規定を盛り込むことを強力に主張することによって1それを自己のインタレス  

トを実現するためのもっともヴァリュアブルな取訂材料に利用したのである。   

NRA下における労働政策の他の重要な側面は，『規約』の最低賃金・最高労  

働時間条項にある。最低賃金立法を要求する運動は，アメリカにおいても，か  

なり以前から存在し，NationalConsumerslゝLeague（NCL）がそれを支持した  

ため，運動ほさらに発展する。1910年にNCLが作成した法案が，12年に・マナ  

チ・ユセッツ州で制定されたのを皮切りに．，23年までに25州において制定される  

にいたる。この道動は，その後28年の違憲判決のため裏返し，最低賃金怯も消  

滅するが，大恐慌に伴う賃金切下げの過程で再燃する。他方，労働時間短縮運  

動ほ，第一・次大戦以後急速な発展をとげ，24年までに16州がこれに関係する立  

法を制定し，その後も増加していった。叩   

このように．賃金・労働時間の規制は『規約』においてほじめて試みられたので  

ほない。しかし，『規約』による規制の新たな意義ほ，その適用亀城の拡大にあ  

る。すなわちそれは，州レゲエルを】こえ．，全国的に適用され，また従来の州法  

のはとんどがもっぱら婦人，年少者に．適用されていたのに・たいし，成年男子に・  

も適用されることになった。さて，かかる条項が景気回復と密接に・関連させて  

設けられたことは，労働政策の前進にたいする30年代不況の特殊な寄与のしか  

たを示すものであろう。だが，これらはいずれも労働側の組織的闘争によって  

勝ち取られたものではない。このことほ『規粕』の関係諸規定とその実施に明瞭  

30）．詳しく軋 TNEC Monograph No＝6．E（01LO17ZicPozL・（1alld Po［LticGIP／’CSStL）｛ゞ，   

pp巾96－97，参照。  
31）Cf．R P．Mack，0♪・Cii・，pp・113－16・   
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に反映している。  

（ii）最低賃金と最高労働時間とを，全産業一億にせめず，各産菓別に・決定す  

ることをNRAが認めたことは，業界側とくに小売業界にとって，きわめて有利  

であった。なぜなら，小売業における賃金ほ相対的に低く，労働時間も相対的  

に長いため，この現状を，決定のさい，どうしても考慮に入れざるをえなくな  

るからである。   

さて，『規約』草案作成過程において，業界側は，主として∴ 大・中小規模  

商，南・北部，都市・地方の間に存在する－・定の利害対立を調整して，原案を  

提出した。この原案にたいして，政府・労働側はかなりの反対を示したが，最  

終的に決定された『規約』はいかなるものであったか。32）   

まず労働時間条項について：みると，NRAほ最高労働時間週86時間を要求し  

たが，NRDGAの案でほ48時間であり，両者の主張に大幅な懸隔があった。こ  

の点は数カ月におよぶ交渉のすえ，結局，『規約』作成・認可を急ぐNRAが大  

幅に．譲歩し，非販売員にたいしては48時間，販売員にたいしてほ．44時間を認め  

た。33）   

このように，最高労働時間は，労働側の週30時間の要求はもとより，政府側  

の36時間の要求さえ実現せず，業界側にとってゃわめて有利なものであった。  

そればかりではない。48時間規定に．おいてさえ，算1に．，専門職，労働時間の  

60％以上を戸外で資す戸外セ・－ルスマン，集金人，守衛，店主とその家族，そ  

の他に．かんする適用除外を認め，第2に，上半期2週間，下半期3週間に．およ  

ぶ超過労働が認められており，同規定はかなりの程度骨抜きに．されていたので  

ある。しかもさらに．，この条項をめぐって大規模商と中小規模商との対立もあ  

り，その妥協の産物として，－・般紅中小規模商の多い人口1万以下の都市－  

しかもそれが大商圏の一卜部でないばあい一に．所在する小売店についてほ．48時  

32）以下の叙述は主として一っぎの文献に．よる。K”Dameron，loc．cii．；RPりMack，Ob 

C葎．，pp161－63and172－83 

33）原則として店舗の営巣時間にスライドさせており，開店時間が52－56時間のばあいは   

40時間，56－63時間のほあいは44時間，そして63時間以上のばあいは48時間である。な   

お，『補足的規約』もだいたい『基本規約』と同様であるが，ただ食料品小売業の『規   

組』は販売員紅たいしても48時間，ドラックでは40－56時間，であった。   
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間を触条件で認め，同じく大都市の商圏軋近接しない人口2，500以下のタウン  

に．所在する5人以下の雇用者を有する店舗は，最高労働時間規定虹服さなくて  

もよいとされた（この点ほ最低賃金規定も同様である）。   

上述のような『基本規約』に．おける労働時間規定は，他の大多数の産米分野の  

それに比してさえ，労働者軋きわめて不利なものである。たとえば，最初に．認  

可さ、れた893『規約』のうち，87．5時間以下と定めたものが29，例外規定を含む  

40時間と定めたものが341で，40時間以下が圧倒的に．多かったのである警）   

つぎに最低賃金条項に／ついてみると，NRAが一・律14ドルあたりを要求した  

のにたいし，NRDGAの原案では，徒弟の9ドルを除けぼ，10－12ドルとなっ  

ていた。NRAの要求した14ドルはけっして高水準とほいえない。じっさいそ  

れ以下の賃金しかえて．いない雇用者の割合はきわめてすくなかったが，限定価  

格ヴァラエティ・ストアだけは例外をなしていた。このため，かれらの同業殖  

合Limited Price Variety Stores Associationは，NRAの14ドル案に猛烈に 

反対35）し，結局妥協の結果として，人口に応じた格差を設定し，過12ドルから  

14ドル（例外を含めると9－15ドル）虹決定する（サーなわち，人口50万以上の都  

市に所在する店舗では，48時間労働に．たいして最高の15ドル，最低は人口2．5  

－10万の都市に．おける12ドルである（週40時間のばあいはそれぞれ1ドル低  

い）。さ6一人口2．5万以下の都市に．所在する店舗に・たいしては，9ドルを最低線とす  

る・労働者に．さらに．不利な規定を設けた。また，南部ほ北部に．たいし，無経験  

者（経験6カ月以下）・年少者（18才以下）・徒弟37）はそうでないものにたいし，  

それぞれlドルの格差が設定された。  

（iii）同業組合とNRAとの対立の巽協の結果作成された貸金・労働関係規定  

が，業界側にせわめて有利なものであることほ，上述したところから明白であ  

ろう。NRAの妥協的態度が，その重要な一・因をなしていることほたしかであ  

るが，根本的原因は労働組合の力鼻不足に＝あるといってよい。そ・してこのこと  

はさらに『規約』の実施に．重大な影響をあたえ．る。  

34）C．FいRoos，Ob“eit・，p・132，TableV，参照。  

35）反対の理由は，販売術をはとんど要しない，つまり，単純労働だ，という点紅ある。  

36）したがって，賃金率は48時間労働のはうが低率となる。  

37）年少者・徒弟の数ほ，仝雇用者の5分の1以上紅なってはならない，とされた。   
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ー・般軋『規約』の管理自体は，はば全面的に周業組合に催されていた誉）小売業  

においては，『、規約』の管理・運営，監督，調査，小売商とNRAとの間の連絡・  

調整，NRAへの勧告等を任務とする全国小売規約管理局（NationalRetail  

Code Authority）およぴその地方組傾が，全人口の90％以上をカグァl－する地  

域に．約780設けられた。この管理局の人事・政策は同業組合に支配されていた  

し，財政的にも同幾組合メムバー・へゐ賦課金に．依存している。したがって，こ  

の程皮の賃金・労働条項でさえ，現実にどの程度実施されるかほかなり疑問で  

あった。   

このように．，『規約』ほその作成過程から管理・運営のすみずみに．いたるまで，  

同業組合の肇力な支配下紅あったわけである。政貯とピズネスの「’パ、－トナ－  

シップの時代一」と称されるNIRA期ほ，多くの“パートナーシップ”の実態が  

そうであるように．，最気回復のための・両者の対等の・「協同体制」といえるも  

のではけっしてない。むしろそれは，結局において，政府の権限を大幅紅同英  

紙合に委譲するこ．とになりS9），ここに，政府公認のもとに，いわゆる「産巣自  

治政府（industrialself－gOVernment）．」，「慮業界の自主規制（self－r・egulation）．」  

等と称きれる事態が生ずることになった。小売業においても同様である。   

このような事態に．たいし，NIRAに．非常な期待をよせていた労働組合側が批  

判的になるのはとうぜんであろう。たとえばA別Lほつぎのようにいう，「今や  

主要産其の規約が出そろったので，その傾向を検討しうる。ニラ制度は産巣経  

営者の手に大きな力を集中させて∴おり，新しい特権を作っている。我々は規約  

原案を提出できず，規約公聴会の時のみ主張を示せるという点で，既私立遅  

れ，不利である。例えば我々ほ週30時間を主張するが，規約の殆んどは40時間  

以上である。規約作成管理に，労働者を平等に参加させるべきである。労働  

者，消費者紅もカを与えなければ均衡がとれない。ニラを成功させるに」は均衡  

38）全体的にみて，850『規約』のうち600は，同業組合の長と管理局の長とが同一・人物   

であった（D．、Lynch，OPc紘．，pp．86and96）。  
39）武山泰雄『アメリカ資本主義の構造』1958年，38ぺ・一汐。   
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を基本としなければならない。」40）しかし，AFLの批判に．もかかわらず，かかる  

実情ほその後もはぼ不変であったといってよい。NIRAの時期ほ，（いわゆる  

「桔抗力（countervailing power）．」理論もその1変種たる）「均衡理論」が想定  

する状況に．叫政府自体がそれを積極的に．推進したこともあって－－もっとも  

近接したかのごとき外観を呈するが，すくなくとも，肝心の資本と労働との関  

係にかんしてほ，かかる外観さえなかったのである。   

（3）賃金・労働関係語規定の影響   

（i）『規約』に．よる賃労働＝資本関係の規制に．さいし，業界側がもっとも努力  

したのほ現状維持であった。いま，この意図がどの程度実現されたかをみる前  

に．，まず，NIRAに．よって．一合法化された労働組合組織化についてみでおこう。   

もともと小売業では，観合運動はきわめて低調で，組織率もいちじるしく低  

かった。1897年に店員のうち組合員ほわずか2，700人であり，1908年に」は5万  

人となり，以後1908年まで増加したが，次年より急減し，10年には1．5万人（組  

織率1．2％）にすぎなかった。その後の10年間に．おいて：も，わずか2万人強（同  

1．3％）へと微増しただけで，20年代に．ほふたたび減少していく。41）でほNIRA  

期に．事態ほ改善されたであろうか。詳しいデータがないのでわからないが，小  

売業のAFLたるRetai1Clerks Protective Associaitonほ．，NIRAにi．って  

はじめてあたえられた権利をフルに．行・使しようとしたが，小売雇用者約350万  

人のうち，わずか1．2万人強を結集できた紅すぎない。42）   

労働組合組織化が進展しなかった原因については，深刻な不況による広場な  

失業の存在，小売業に．おける雇用構造の特殊性（小規模，女子労働者およぴパ  

－ト・タイマ－の占める比重が大きいこと，等）さら把．は7条a項の不備およ  

びAFLを中心とする組織活動自体のもつ問題性など，多くの指摘しうる点があ   

40）A桝β7・£cα〝ダβdβ7■〃′査仇由一5f，Volい40・plO47ffい（長沼秀世「ニュ・－・デール初期に   

おけるAFL」『－・椅論叢』第51巻第2号，1964年2月，81ぺ－汐より引用。ただし括弧   

内は要約）なお，『規約』にかんしで労働側が，聴聞会その他で，たんに意見を表明し   

えただけのものでさえ，全『規約』の1割にすぎなかったといわれる。  
41）R P‖Mack，0♪“cよ－f・，pp．111－12  

42）乃よd，pp．480一飢－もっとも，専門職・熟練労働者にかんしては組織化がヨリ進展し   

た。   
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ろう。しかし，つぎのような諸点もー一小売業紅限らず，一・般的に＝いえること  

であるが－一無視できない重要な役割を果した。すなわら，経営者側はNAM  

を中心に，7条a項削除の大々的キャンぺ・－＝ンを展開しつつ，一方でほ各種の  

懐柔，御用組合の結成等の方策をとり，他方でほ離合員の解雇，組合活動の弾  

圧，団交拒否等をおこなったことである。しかも，かかる多数の違反にたい  

し，38年8月，大統領に．よって設置された7条a項の管理機関たる全国労働局  

（NationalLaborBoard，議長ほWagner上院議員）は，NAMを中心とす  

る露骨な妨害に．あって活動できなかった。34年ほじめ頃から政府も7条a項の  

完全実施をほかり，同年6月にほ全国労働関係局（National Labor Relation  

Boaf・d）を設置したが，これもまたNLBのばあいと同様，経営者側の妨害に・よ  

って任務を遂行できなかった。4＄）   

このような情勢のなかで，労働争議の頻発とともに，AFLがNIRA批判を強  

化していったのはとうぜんのことであろう。AFLは，34年秋の大会における執  

行部報告で，「長期的観点に．よるニラ制度の再編」を要求し，「使用者側鱒業者  

協会〔同業組合〕への親戚化に．対し，労働者も労組紅組織化して，共に．産業の  

共同責任を分担すべきである。」叫として，団結・団交権の確立をつよくもとめ  

た。しかし，労働側ほ巣界側の7条a項否認の態度を転換させるだけの力鼠を  

備えていなかった。闘争に．よって勝ち取られたものではなく，主として－，権力  

の－・端を担う進歩派紅．よって「＿とから」あたえられた感のつよい7条a項を，  

労働側が実質的紅事受できる革まどの力関係にはなかったわけである。   

しかし，法制上では，7条a頓に．よって，のちに．35年の全国労働関係法（労  

働組合法・労働関係調整法），88年の公正労働基準法（週40時間，時間当り40  

セントの最低賃金率の鍵定）へと発展する重要な礎石がすえられる。  

（ii）つぎ紅『規約』の賃金・労働時間条項があたえた影響に．ついて簡単軋みて  

おこう。45）多くの抜け道があるとはいえ，労働時間に．いちおうの粋が設定され  

たことに．よって，従来長時間労働の多かった小売共では，かなりの鹿用増加が  

43）CfTNEC Monograph No．I26，pP・97－100 
44）長沼，前掲，83ぺ一汐より引用。  
45）NIRA期の小売業にかんする実証的分析は別稿紅予定しているため，本稿でほ一腰   

的概括に．とどめておく。   
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期待されたが，まず最高労働時間の設定が目的とした29年水準の雇用ほ実現さ  

れたであろうか。『規約』の聴聞会でほ，29年の平均労働時間ほ52．05時間で，も  

し販売員44時間，非販売員48時間の最高労働時間が設定されれば，雇用数は約  

15万人増加するだろう，ところが29年以来の雇用の減少ほ．13・7万人にすぎない，  

という楽観論チ¢）もあったが，これは業界側に．有利な最終的妥協案を承認させ  

るための掩護射撃的発言であって，事態はけっしてそれはど楽観的なものでは  

なかった。では労働時間制限の効果は，現実にほいかなるものであったろうか。   

83年7月から年末までに，『規約』に．カグァ・－される店舗の雇用数は約41．2万  

（28．5％）増加した。しかし，このうち41％ほ■パ」－ト・タイマ・－である。しか  

も，このいちじるしい雇用増加は）33年下半期より生じた－・般的景気回復に・と  

もなう売上高の顕著な回復と，とくに．12月に．みられる季節的売上高増加に．よっ  

てもたらされた面がつよく，雇用増加のすべてこを，単純に・，『規約』の労働時間  

制限47）に．よるものとすることはできない。そこで，いまとりあえず12月の季節  

変動を捨象して，7月から11月末までの期間をとって争ると，21・6万人（12・3  

％）の雇用増加がみられたにすぎず，しかもこのうち30％がパート・タイマ・－  

である。だがそればかりでほない。この21．6万人のうち，わずか6万人弱が，  

『規約』が実施▲されるに．いたってから生じた増加に・すぎない。この88年下単期に 

おける増加以後，NIRA体制の崩壊まで，雇用数はあまり変化しなかった。喝   

したがって，景気回復－これがNIRAによってもたらされたものとは単純  

にん、えない一要因を無視すれば，『規約』の労働時間条項に．よって，せいぜ  

い33年・7月現在の雇用の約5％の増加が実現されたにすぎない。ところが復興  

計画では20％以上，すなわち55万人の雇用増加＝29年の雇用水準への回復が期  

待されていたのである。これは，労働時間条項が，けっして労働時間のドラス  

ティックな短縮を規定したものでほなく，現状維持のために・努力を傾注した産  

物であることを考慮するとき，とうぜんの帰結といってよいであろう。  

46）CfKDameron，loc・Cii・，p小6 

47）正確には，同年8月より実施されたPRA（President’s Re・employment Agree・   
ment）による時間制限の影響も考慮されるペきであるが，ここではいちおう無視する。  

48）以上常ついては，RりP・Mack，蛛（〟．，pい370fL参照。なお，29年を100・0とし   

て，34年の雇用水準は82．．0にすぎなかった。   
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労働時間規定があたえた影響ほ，以上に．つきるものではない。ここでとくに  

注目すべき点ほ，それが労働強化の増進，したがって－また「生産性」向上の重  

要な促進要因となったことである。49）軽微とはいえ，労働時間短縮による雇用  

増大に伴う負担増加を回避＝転嫁するために．，短縮された労働時間内紅おける  

「生産性」向上虹特別のドライブがかかった。そして，労働時間規定に．よってイ可  

らの負担増加も生じない企業に．おいても，同規定をいわば口実として：利用する  

か，あるいは競争関係を通じて－じっさい労働条件は－・般化しやすい－－，  

不況下の経費率上昇対策に，同様の方策が採用されることになる。かかる「生  

産性」の鵬・般的上昇は，雇用増大の重要な抑制要因となった。   

最後に．，パート・タイマー・の増加が指摘されねばならない。NRAはフル・  

タイマ・－の増加を推進しようとしたのであるが，小売菜側は，その私的観点か  

らもっとも有利なパLTト・タイマーの広範な採用に．よって，売上高の増加・変  

動に．適応していった。労働時間規定に拘束されないパーート・タイマ－は，小売  

経営に．とって，いわばクッションの役割を果すのであって，このため，同規定  

に．よってパ－ト・タイマー使用傾向がいっそう助長された。50）  

（iii）つぎに．，『規紛』の最低賃金条項があたえた影響にかんして：ほ，労働時間  

のばあいと同様，データ不足のため明確なことはわからないが，部分的データ  

によっても，だいたいの推測は可能である。   

まず，最低賃金条項が影響をあたえ．た主たる分野はヴァラエティ・ストアと  

百貨店である。まず前者に．ついては，29年に・おけるフル・タイマーの週平均賃  

金ほ小売主要15業種中最低で，人口3万以上の都市で14．74ドル，1～8万の  

都市でほ．12．84ドル，1万以下のばあい13．22ドル叫となっており，おどろくペ  

き低さである。そして，38年7月1日現在のフル・タイマ・－（非役付）の週平均  

賃金はわずか11．84ドルにすぎなかった。したがって，ヴァラエティ・ストア  

49）この点およびパ－トタイマーのくわしい実証的分析ほ別稿の予定あるので，ここ   

では簡単に指摘するにとどめる。なお，労働強化およびパ」－ト・タイマーの増加ほ，た   

だ労働時間短縮のみにその原因があるわけでほなく，後述の賃金規定や賃金コストの相   

対的上昇もまた重要であろう。  
50）この傾向はとくに大規模店に・おいて顕著であった（Cf・KいDameIOn，J∂‘・いC∠≠一・，pp  

116－17）。  

51）R．PMack，〃♪C払，p・34ユ，TableⅧ，より計算。   
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でほ，多数の雇用が最低賃金条項に．抵触し，それゆえ83年後半における急速な  

賃金上昇が予想された。じじつ，同年の年間賃金は，F基本規約』適用下のど  

の分野も，29年のそれに・比し18～30％低下したのにたいし，ヴァラエティ・ス  

トアだけは，88年後半の賃金上昇の結果，8％も増加する。これほ．，景気回復  

以上に，最低賃金条項が賃金上昇に．重要な役割を果したことを示すものであろ、  

う。かくして，同菜種でほ，小売業全体の1人当り過賃金取得額が，33年上半  

期から34年上半期にかけて2．3％増加してこいるのに．たいし，5．6％というおどろ  

くべき増加となった。52）   

百貨店のばあい，－・般紀男子より25～30％低賃金の婦人雇用者が多いため，  

かなり低賃金であった。『規約』実施前の各地の最低賃金ほ，成人男子で12～16  

ドル，婦人ほ8～16ドル，年少者は6～10ドル（いずれもデトロイトを除く）  

がもっとも多い。53）かくして，百貨店ではかなりの程度最低賃金規定の影響を  

うけることが予想されたのであるが，だいたいそれほ雇用者の20％位であった  

といわれてこいる。54）   

さて，小売業では，不熟練労働が多く，したがって低賃金労働が大きい比豪  

を占めるため，最低賃金の設定に．よって－・定の賃金上昇がもたらされたことほ 

たしかである。しかし，それは主として：，とくに．低賃金労働が広範かつシヴィ  

アな形で存在していたヴァラエティ・ストアと百貨店とに．たいしでであり，全  

体としてみれば，業者側に．たいするマイナスの影響ほ軽微といってよい。55）そ  

の原因は，第1に・，設定された基準が低すぎ，それ底．抵触する労働者が比較的  

狭い範囲に」唄定されていたことに．ある。たとえば，48時間労働に．たいする過最   

52）Zbid・，pp・385and388，TablesXⅦ，ⅩⅧ，参照。33年上半期と下半期とを比較し   

なかったのは，‾F半期，とくに12月に著増する低賃金率のパ－卜・タイマーの影響せ排   

除するためである。  
53）Zbid．，p．352，TableⅨ，参照。  

54）J∂オd・，p354。  

55）製造業のばあいと異なり，配給業では，最低賃金規走搾多数の雇用者を有する大規   

模商に大きい影響をあたえるはずであった。しかし，百貨店，ヴァラエティ・ストアを   

除けば，はとんど影響はなかったといってよい。たとえば，当時，フル・タイマ・－だけ   

で約6万人を雇用していたA＆Pが支けた影響ほまったくとるに足りない（CfいMいA。   

Adelman，A＆P：A Stud．yin Price・Coゞt BehavioY・and Public Polic．y，1959，pい   

51，Table3）。   
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低賃金15ドル（最高額）の適用下に経営される店舗数ほ全体の17．5％（売上の  

26．9％），12′－14ドルが25．6％（同35．7％）で，他ぼそれ以下の適用を受けて  

いたにすぎない。56）88年のフル・タイマ・－の平均賃金が週19ドルであったことを  

あわせで考慮すると，最低賃金規定に．抵触する雇用者はかなり少数であったと  

推測しうるのである。   

第2の原因は，たとえ」最低賃金規定に．抵触しても，それ紅よる賃金コストの  

上昇を他に．転嫁できたこと，それと同時に．，岡焼定が，労働時間規定ととも  

に．，この転嫁傾向を促進したことにある。直接的転嫁方法として広く採用され  

たのほ，『規約』違反以外に，最低賃金の最高賃金へのすりかえとそ・の固定化で  

ある。5りしかも他方では，熟練労働者の高賃金の凍結ないし切下げのために，  

一度解雇し，低賃金で再雇用するやり方，わbの格下げ，業務過程の再調整に  

よる不熟練労働の使用等58）がおこなわれた。   

小売業では，『規絡』の労働時間・賃金条項のみならず，景気回復が賃金率に 

あたえ．た影響もまた相対的に．転微であった。いま，両者－といってこも後者が  

とくに重要であるが〝の影響を表現する賃金支払い額についてみると，小売  

業においても，かなりの程度増加した。59）しかし，それは製造業に．おける増加に 

比し，はるかに．軽微であって，たとえば，32年6月から84年6月の間に．，製造  

業に．おける週賃金は13．4％，賃金支払い総額ほ37．3％増加したのにたいし，小  

売業ではそれぞれ4．2％，17．7％の増加にすぎない。¢0）もちろん，経済学の原理  

紅おける労働力の処理と現実のそれとは大きいギャップが存在するし，製造共  

と小売巣における景気変動の悔も大いに異なるため，単純に．両者における賃金  

変動を比較できない面はある。しかし，それに・もかかわらず，『規約』の労働時  

間・賃金規定と33年後半の景気回復と紅よる賃金上昇が，製造業に．おいては，  

56）R．PりMack，♂♪1・C払，p 326，Table工ト  
57）長沼，前掲，83ぺ－ジ。  
58）RいP．Mack，〃♪小C払，pp・40L7－08 

59）MackのBLSの統計を用いた計算に・よれば，33年7月から12月の間に・，賃金支払い   

総額は10．．9％増大しているが，そのうち約10％ほ雇用増大（それもパ－ト・タイマイーの   

比蚤が大きい）によってもたらされ，わずか0．9％が賃金上昇の結果だといわれる。し   

かもこの0い9％のうち，かなりの部分は最低賃金規定によるというよりも，むしろ景気   
回復に伴う小売売上げの増加によるという（J∂よd・，pp．305・－06）。  

6のJ鮎d、．，p・410，の表参照。   
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追加運転資金を必要とさせ，それの調達が困難な中小企業を苦境に陥しいれ，  

かれらを『規約』違反ないし破産へと駆り立て，したがって大企業に有利な影響  

をあたえた面があるといわれる61）のにたいし，小売業でほその程度の影響さえ  

あたえなかったことほたしかである。その原因は，すでに指摘しでおいた2点  

のはかに，合理化＝労働強化の進展にある。つぎに．その点をみよう。  

（iv）3ト32年紅小売其の営業経費はドラスティックに低下する。一腰に・，不  

況期虹おいては大幅な売上高の減少とマージンの低下が，いちじるしく経費率  

を上昇させるため，「合理化」へのドライヴが強化される。だが，小売業に・おい  

て・は，その特殊性のゆえに．，製造業に．おける新生産方法の採用に．相当する新た  

な経営方法の採用によって合理化を実現サーるというか－ソドック・スな方法ほ大  

きく制約されて：いる。しかもそれ渡かりでほない。NRA下に・おいては，『規約』  

の賃金・労働時間規定紅．よって，労働時間の延長と賃金灯下ザに・一億の粋が設  

定されたため，それらが阻止され，ここに眉接的形態の労働強化に・よる「合理  

化」＝「生産性向上」がおこなわれることになる。・それは具体的には店員1人  

当り接待顧客数の増加（同時的にも）という形態をとる。これを実現するため  

に．，時間＝動作意識の高扱が企てられ，グル－プ・ボーナス制に・よる刺激，販  

売員訓練の強化が試みられると同時に，他方では人員配置・業務過程の調整が  

ほかられる。そして－，このよな「合理化」運動に．おいて，同業組合は大きい役  

割を果した。   

かかる労働強化に．よる生産性の向上ほ，たとえば，82－34年の間に．綜合売上  

指数が10．8％も上昇しているのに．たいし，マン・アワーほざゃくに．5．4％低下  

している62）というじじつにほっきりと現われている。また，賃金コストが大半  

を占める経費も，NIRA期には，前者が微増したとほいえ，売上げの上昇と「合  

理化」の進展とによって，率としてはむしろ低下した。また，すでに．指摘して  

おいたパーート・タイマ一－の使用増加が，経費率引下げと労働強化に貢献するこ  

とはいうまでもなかろう。   

さて，以上を要約すれば，F規約』の賃金・労働時間規定は，小売共に．ドラス  

61）Cf、Ralph FBreyer，The Markeling Zngtiiution，1934，p・345；C・FlRoos，   

β♪，C∠f．，Ch．．X肌  

62）R．P．Mack，0♪山一・，p・37‘7 

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



香川大学経済学部 研究年報 5  J965  －2Jβ－・  

ティックな影響をあたえ，大幅な雇用増加と賃上げをもたらすようなものでは  

なく，むしろ，全体としてみれば，現状維持の傾向が濃厚／であったといってよ  

い。そして，NIRA期におけるわずかな賃金上昇も，NIRAないし『規約』紅よ  

るというよりも，NIRAがそれに．貢献したとは単純に／いえないところの－、般的  

景気回復に．よって∴実現された面がつよい。しかも，それさえ物価上昇によって  

相殺されてしまう。たとえば，一＼人当り過賃金は，33年春から35年呑までに．約  

8％上昇したが，その間に．生計費ほ約14％も上昇したのであって，NIRA期  

に，労働者の実質賃金は大幅に切下げられたのである。しかも他方では．，『規  

約』ほ労働強化をいちだんと進展させる方向へ作用したのであって，NRA下  

で労働者が実質的に．獲得し，業界側が譲歩したものは－一小売業に．かんする限  

り－何もない，といってよい。むしろ，『■規約』に起因する高物価と労働強化  

とほ，資本に．とってきわめて有利な対労働関係を生みだし，不況期の資本蓄積  

を有利に展開せしめることに．なった。そして∴政府は，主観的に．はともかく，客  

観的に．ほ，かかる新たな賃労働＝資本関係の形成に．介入し，その形成を促進す  

る役割を果したといえよう。   

しかし，このような資本側虹有利な賃労働＝資本関係の形成が，－・定の矛盾  

を内包していることほいうまでもない。それほすなわち労働側の反撥である。  

この点ほ．，84年のストライキ参加者の対労働者比率が，ニ．ユ・－・ディー・ル全期  

間中最高に．達したというじじつに．現われている。¢8）また，消費者も高物価紅反対  

し，しばしばbuyers’strikes（不買運動）をおこなった。これらの諸現象が  

示すものは．，NIRAの意図した労資の協力に．よる回復計画が，資本と労働と消  

費のそれぞれに利益をもたらすという目的で出発しながら，結局は資本に．のみ  

有利に展開し，その結果，回復紅不可欠な労働側の協力を失いほじめ，NIRA  

体制が危機に．遭遇したということである。そこで政府は，NIRA体制の基盤を  

なす新たな賃労働こ＝資本関係が内包する矛盾虹たいし，－・定の対策をとらざる  

をえなくなる。これがすなわち，34年後半より明確化した資本優遇政策の転換  

＝反独占政策の強化に．はかならない。しかし，かかる政策転換ほ資本側の反棲  

を招き，NIRA体制は，ぎゃくの面から，またもや蛋大な危機を迎えることに 

63）長沼，前掲，82ぺ－ジ。   
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なる。では，NIRA体制の崩壊へと導くような高物価政策を可能に．した『規軋β  

の内容ほいかなるものであったか。  

Ⅱ   

（1）『規約』に．おける価格規制の主たる試み  

（i）NIRAの重要な目的のひとつが，高賃金に・よる購買力の増加を通じて1景  

気回復，したがってまた企業利潤を確保することに．あったことほ，すでに・のべ  

たとおりである。しかし，深刻な利潤率低下に．陥っていた資本は，かかる迂回  

的方法によるのではなく，あたえ．られた・低位の・生産＝販売水準に．おいても  

利潤を確保するという，ヨリ直接的・即効的方法を採用する。高価格の設定が  

これである。もちろん，価格引上げに－雇の制約が設けられてはいた。すなわ  

ら，小売商ほ，どの商品価格に．かんしても，33年6月1日現在の価格以上に引  

上げてこはならない，とされてニいた。しかし，生産費そ・の他のコスト上昇に．よっ  

て正当化されるばあい，および6月1日現在の価格がdistress priceならば，  

それを調整して：もよい，との但し書きは，この規定をまったく無意味なものに．  

したのである。かくして，『規紛』の賃金・労働時間関係規定と景気回復とによ  

るわずかな賃金上昇ほ，物価上昇のうちに完全に蘭殺され，実質賃金はむしろ  

切下げられることに．なった。ここに形成された賃労働と資本間の新たな価値関  

係は，新たな資本蓄積展開のもっとも重要な基盤となる。では，かかる関係を  

生みだした高物価はいかに．して実現されたのであろうか。  

『規約』の賃金・労働時間条項と引かえに．，資本は価格固定＝安定化をつよく  

要求した。84）これに／たいしては，政府および議会の－・部につよい反対があった  

が，「破滅的価格切下げ（destructivepricecutting）競争．」が景気回復を阻害し，  

また価格固定化は中小企其の擁護に貢献する，という大義名分をふりかざす業  

界側に．たいし，Jobnson長官ほ譲歩せざるをえなかった。体制を前提とした  

回復＝産業擁護計画では，結局産業の中枢を掌握する独占体のインタレストを  

64）「産業側は，反トラスト法の苛酷さを緩和するため、とくに，各規約署名者にたい   

する何らかの利潤保証のためにたたかった。かれらの要求は，率直にいって，価格固定   
化の形態をとった。」（Albert Haring，RetailPrice Cutting andIts ConiY’Olb．y   
〃わ呵仲山胡β75，1935，p＝83）   
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保証す・ること紅ならざるをえないし，したがって．－また回復討画ほ－・般的紅反独  

占政策と矛盾せざるをえないことに．なる。NRA下の反独占政策の停止ほ．こ・の  

ことを端的に示すものであろう。さて，政府が業界側に賃金・労働時間条項を  

受けいれさせる代償としてあたえたのほ「公正取引慣行」ないし「公正競争」  

関係の諸条項である。後述のごとく，資本側に認めたこの報酬は，労働側に．た  

いしてあたえられたそれに比し，あまりにも巨大であった。  

（ii）NIRA第l条に規定されている「不公正取引慣行の排蔭（eliminationof  

unfair trade practices）．」の線にそって，各同業舶合は取引条件の規制を定め  

た『規約』を提出した。NRAが認可した『規約』は，『基本規約』557，衰で補足的規  

約』189，『細目規約』109，その他19で，合計874に．達する。そして，そのすべ  

てが，建て．値，顧客分類，各種割引・控除，発注，支払い条件，各種保証，サ  

－ブィス，出荷条件，価格，その他取引の全面にわたる詳細な規制を設けてお  

り，種々の『規絡」lに含まれる規制項目をリストするだけで，タイプライター用  

紙50枚以上を必要とするはどであったといわれる。  

『規約』の「■公正取引慣行」関係の諸規定を検討すれば，そのはとんどが，「不  

公正取引慣行の排除」を看板に，じつは広範囲におよぶ競争－とりわけ価格  

競争・－－の制限を目指しているこ．とがあきらかとなる。もちろん，その形態は  

さまざまである65）が，「『規約』のスポンサーたちが，直接・間接の価格固定権限  

を獲得するために．，大争奪戦を演じているというじじつ」66）に．何らの変りもな  

い。さて，そうとすれぼ，「不公正取引慣行」ないし「不公正競争慣行」がじ  

っさいにいみするものはきわめて欺瞞的ということに．なる。もともとそれほ，  

抽象的に」は，不誠実，欺瞞，詐欺，圧迫等の性格を有サるすべての行為をいみ  

するが，具体的に．は，主として，（1）碍少競争者に．たいする起訴に．よる威嚇，（2）  

65）Lo11Cksは皮肉たっぷり紅，「同業組合紅よって探究された価格規制（pIicecon・   

trol）規定の多様性と巧妙さほ，アメリカの実業家たちの才能に・たいするひとつの記念   
碑になる」とのぺている（William N・Loucks，“Price Fixing‥The Consumer   
FacesMonopoly，”A〃犯αJざ∂ノ■〃ね一礼朋の・∠cα〝Ac〃dβ椚．γ仇那仁丹油兢■cのr5d♂乃Cβ，Vol 

178，p114）。  

66）QForrest Walker，“Retaile工and Consumer Under the NewDeal，”Annals，   
Vol178，p．106   
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競争者に．たいする中傷，（3）詐欺，賄路，背信，（4）虚偽広告，（5）契約不履行，（6）  

内密リベ一－ト，等をさすものだからである。67）では，「公正取引慣行」なる用語  

は，NIRA期に．はじめて「『規約』作成グルーープの損失を制限し，利潤を保証する  

ための方策」6＄）としてのいみを有するものに．転化したのであろうか。いま，虚偽  

＝誇大広告を典型的な例としてとりながら，その点をあきらかにして－おこう。   

不正＝虚偽広告排除運動の展開は，とくに製造業における寡占体制の成立・  

発展と歩調を合わせている。すなわらそれほ，19世紀末より活激化しはじめ，  

20世紀に．入るといちだんと進展し，1906年のPuI・e Food Lawsの制定，11年  

のPrintersInkによる広告規制モデル法規の作成とその後における多数の州で  

のそれの立法化，等を結果する。また他方，11年には違反者を探知し，起訴す  

ることを主たる任務とする Better Business Bureauが，次年にはNational  

Advertising ClubsのNationalCommitteeが設置されるなど，不正＝誇大  

広告が，広告に．たいする大衆の信頼を喪失せしめるものとして，つよく非難・  

排撃され，広曽倫理綱領の作成や監視機関等の設置がみられることに．なった。  

20年代にもいっそう進展するこの運動が，その目的を充分実現したとほ十「∵と  

くに小売業においてはーいえない。しかし，にもかかわらず，そ・れが広範な  

運動として展開され，・－・定の成果をあげていたことは重要である。では，との  

運動のいみするものは何であろうか。   

独占形成期における生死を賭した闘争過程で，不公正競争がいかに重要な役  

割を果したかは，ここで改めて指摘するまでもないセあろう。しかし，ひとた  

び自己の地位を確立するにいたった巨大企兼は，それまでの不公正競争に依存  

せずして－－いやむしろ「公正競争」によってこそ－ヨヅ円滑に資本蓄積を  

進めることができる㌘）ぎゃくに，未だかかる地位紅到達していない中小企業に  

おいては．，シェア拡大のために，不公正競争方法の採用が，程度の差はあって  

67）「不公正競争方法」なる概念はコモン・ローに存在するが，のちに．，1914年の連邦   

取引委員会法に．おいて，いみ内容が拡大された（越後和典『反独占政策論』1964年，46－   

47ぺ－ジ，参照）。  

68）C．F．Roos，0♪．・Cれp344 
69）クレイトン法のアナクロニズム性は，かかる客観的条件の変化を考慮していない点   

に．あるといってよい。   
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も，普遍的とならざるをえない。かくして，「不公正競争」ないし「不公正取  

引慣行」としての虚偽広告の排除は，、客観的にほ，中小企業紅よる巨大企巣の  

マ・－ケット・シェアの浸蝕を防止するという役割を演ずることに．なる。   

たとえば，広告の方法・内容等に一・定のスタンダードを設定し，強制するこ  

とが，巨額の広告費を支出する巨大企業の利害に．合致することほいうまでもな  

かろうど）また，さらに，虚偽広告の排除は，品質の強調，したがってまた非価  

格競争へのシフトとはぼ表裏一価をなし，価格固定化にたいする補完的役割を  

演ずる。71）こうした競争形態の変化は，－・方では，もっぱらプライス・アピール  

によってシェアの拡大をはからねばならない中小企業の活動を制約し，他方で  

は，品質競争で有利な，既存のブランド品を生産する巨大企業のinstitutional  

prestigeを高め，そのV．＝．アの維持・拡大町貢献する。それゆえに・こそ虚偽広  

告排除運動を，巨大企業とそれが支配する同業舶合は熱心に推進したのであ  

り，他方，中小企業は，表面的にはともかく，実質的には非協力的態度をとっ  

たのである。   

以上のごとく，一児なんぴとにも否定しえ．ない虚偽＝誇大広告の排除といえ  

ども，その背後には，錯綜した利害配慮が働いていた。   

さて，虚偽広告の例に示されているように，「不公正取引慣行」ないし「不公  

正競争」は．，従来から，巨大企其のインタレ．ストを阻害するものとして，その  

排除がつよく要求され，部分的には劇定の成果を実現していたのであって，け  

っして－『規紬』においてはじめて－既述の性格をもつにいたったのではない。しか  

し，29年にはじまる大恐慌は「価格競争のルネッサンス」となり，その激烈さ  

は，個々の資本や同業組合のコントローールしうる範囲をこえ．るものであった三2）  

70）広告ほ．，かかるスタンダードの設定によってしだい紅同質化の傾向を示し，その効   
果はますます広告費の絶対額に比例するものとなる。他方，広告費は，それが参入障壁   
の一要素になることからもあきらかなごとく，同一産業分野においては，はぼ企業の規   
模に依存する（「非価格競争」と企業規模との観点から，この関係を把えたものとし   
て，星川順一「産業独占と『流通革命山『立命館経営学』第2巻第2・3号・157ぺ－   
ジ参照）。  

71）虚偽広告排除運動ほ，20年代末頓になると，安売り広告を大いに・減少させた（Cf・R   
P．Mack，〃♪．（払，p．55）。  

72）このことほ，29－33年の急激な物価下落の時期に，価格を維持できた高度に独占的分   
野が存在したことを否定するものではない（たとえばタバコなど）。   
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だが同時に，このことがぎゃくに，激烈な価格競争の悪循環からの脱出努力ま 

たはそ・の方向への潜在的要求を倍加させるととになる。かくして，NIRAによ  

る同業組合への国家権力の大幅な委譲を契機紅，従来の「公正競争」ないし「公  

正取引慣行」概念ほ．いっそう拡大解釈され，価格を含む取引関係の全面的規制  

というドラスティックな形態をとって現われたのである。7亭）ここ．では，製造巣  

と小売業との関係を考察するうえでとくに．重要な，価格規制の主たる形態につ  

いてみておとう。74）  

（iii）最初に．提出された66耶規約』のうち，560ほ直接・間接の価格規制を規定  

していた。このうち361は標準原価計算制（standard costing system）を採用  

していたが，「多くのばあい，個別的“原価’’確定用の－－・般的方式を採用するこ  

とほ，愚意的最低価格の設定をもたらした。」75）換言すれげ，多くのばあい，標  

準原価計算制（ないし統一泊勺原価計算制）の採用は，価格固定化の前提ないし  

基礎をなすものであった三6J   

さて－，価格規制方法のうち，もっとも広範に採用されたのは，価格競争の下  

限つまり「凝低価格」を設定する方法77）である。NRAが，原則として，原価と  

無関係の「最低価格」設定に反対したため，『規約』の多く（403）は「原価割  

れ販売（salesbelow cost）」の禁止という形態によってそれを実現する。78）これ  

73）もちろん，一本稿ではとりあげないが－そ・の現実の効果紅ついては問題がある   
（Cf．George W．Robbins，“The NRA andUnfairTradePractices，”Annals，Vol 

178，pL198）。しかし，とこに表明されて．いるインタレストこそが，30年代小売業の分   

析にさいし患要なのである。  
74）以下ほ主として小売業以外の産業部門（とくに製造業）を念頭において＼叙述されて   

いる。  

75）TNEC Monograph No．21，p…260．  
76）これほけっして『規約』に．おいてほ．じめて現われたのではない。従来から，同業組   

合を中心に，「コスト・プリンシプル虹よる〔価格：〕競争規制」として，そのための努力   
がなされていた（Cf．KarlPribram．‘－Controlled CompetitionandtheOrganization   
of AmericanIndustry，”QILarterl．yJournalofEconomicS，Voll49，No．3，May  
1935，pp．376－77；TNEC MonogI・aph No．18，Ch“Ⅵ）。  

77）「■最低価格」設定の理由は，破滅的価格競争がもたらす不当な労働搾取の禁止，で   
あった。ここに．も，資本がその目的を実現する口実に，労働を利用していることが現わ   

れている。  

78）競争への対抗，滞貨鵬・掃，処分販売等のばあいは適用を除外された。   
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にはさらにふたつの種類があり，第1は，各企業がそれぞれの個別的「原価」  

以下で販売することを禁止（『規紛』数352）し，第2は，当該産米分野の「平均  

原価」以下で販売することを禁止（『規約』数51）した。79）   

ところが，「原価」の定義ほ元来きわめて曖昧であり，しかも生産乳販売  

量，そ・の他の変動に照応して変化するものをいかに処理するか，などの疑酪が  

のこる。したがって，統一・的原価計算方法を周いてもーいや用いればかえ壱  

て一慈恵的原価決定とならざるをえなくなろう。じじつ，ほとんどの産業で  

は「原価」のなかに利潤を含めていたし，いくつかの費目（とくに減価償却）  

にたいするかなりリベラルな勘酌がなされていた。かくして，「実業家の観点  

からは，原価割れ販売の禁止は，通常，当該産業の大多数が存続しうるに．充分  

な高さの最低価格設定を意味した1∴」。80）このことはとくに第2の形態（「平均原  

価」の設定）についてよりいっそう妥当する。このばあい，“reaSOnable”，  

“representative”，化lowest representative”，“aVerage”等の曖昧かつ多義的  

な表現81）によって，事実上のカルテル価格を「平均原価」とすることが可能であ  

る。しかし，第1の形態に思ってもー個別企業間に存在する「原価。」の差異  

により，設定される「最低価格」に．差異が生じ，価格競争を充分排除できないう  

らみがある82）とはいえ一一 棟準原価計算制による「原価」の決定紅さいしては，  

種々の手心が加えられたのである。   

以上のはかに．，ヨリ直接的な価格規制方法としては，欝1に．，「原隠」に関係  

なく「最低価格」を設定する権限を，『規約』管理局（若干の分野では政府機関）  

に．みとめるやり方がある。しかし，これはごく少数軋すぎない（『規絡』数20）。＄3）  

79）もともとⅣRAほ統一・的コスト・・フロア－の設定に．は反対し・ていたのであるが，結   

局はみとめたわけである。しかもさら紅，若干の『規約』では，統一・的マ－ク・アップ   

さえ規定していた。  
80）C．Fl・Roos，♂♪．√g≠．，pい 250√′ なお，W．N．Loucks，J〃C小 d′・，p．．120ff」をもみ   

よ。  
81）だからこの定義をめぐる論争が生じたくらいである。  
82）TNEC Monograph No．18，pp．49－50and296．第2の形態が要求されるに，いた   

ったのはこのためである。  

83）木材，石油，シガー，モ・一夕ー・バス，渾青炭，内国水運，その他の諸産業と若干   
の卸・小売業の『規約』に規定されている（TNEC Monograph No”21，pL262）。   
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第2に，ヨリー・般的なものとして，r一非常事態（eInergeIICy）．」におけるr緊急価  

格匝mergencyprice）」としでの「最低価楓」の設定がある（『規約』数200）。84）と  

れによれば，『規約』管理局が，破滅的価格切下げが「非常事腰」を簸ぜしめて  

いると認めたばあい，管理局に．，「合理的最低原価・（lowestreasonab19C（〉St）  

を決定し，このイ原価」をカグァ・・－する「最低価格」を「緊急価格」として設  

定する権限があたえられる。ところが，同覚組合代表が支配する管理局に・よっ  

て㌧決定される「非常事憩」の定義柊きわめて膀味なのである。したがって，「わ  

れわれはつねに非常事態紅ある∴・…」（固体燃料小売業のスポークスマン）とい  

うことにもなりかねない。じじつ，これはかなり利用85）され，高水準の「最低  

価格」設定が合法化された。   

「■最低価格」の設定方法は，上述のごとく，いくつかあり，『規約』に・よら∴て  

は，それらを2つ以上含むものもある。そして，これらの諸規定に・よって， 

「∴・‥川最低価格は，93の産業で合法的匿実施されるにいたり，さらに多くの産  

業で事実上おこなわれるにいたった。．」88）   

つぎに重要な価格規制方法は，公開価格制さ7）である（『規約』数422）。「多くの  

ばあい，公開価格制は『原価』補償・『繋急』価格ないし最低価格以下での販売禁  

止，の規定を強制する手段として－用いられた。」88）しかし，たんにそれに．とどま  

らない。その歴史をみればあきらかなごとく，公開価格制はそれ自体ひとつの  

価格規制方法をなす。もともとそれは，連邦最高裁がフォ仰マルな，あるいは  

暗黙の価格協定を禁止したため，それに代るものとして出現したのである。  

FTCの調査に．よれば，21年に公開価格制を採用している団体が1ち0もあり；・そ  

の後，価格固定の廉でしばしば非難・攻撃されたが，27年に．もなお90団体が存続  

84）以下については，Ibid・，pp262－63；CいF・Roos，OP‖Cit・，p・333ff・，参風。  

85）「’非常事態」が宣言された分野に・ついては，TNECMonographNo．21，p．262，を   

みよ。  

86）J∂紀．，pp・262－63・  

87）open－price syste皿，Open－price plan，Open・priceschezqe，pricerepoI：tingsys・   
tem，price posting system，等とよはれる。  

88）Zbi4・．p263lまたTNEC Monog（aph No・18，pl50およびNo小21，pp．229－30，   

も参照せよ。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



香川大学経済学部 研究年報 5  ⊥965  ー226－  

していた。89）とくに電械産巣でほ，とれによって．価格維持に非常な成功を収め  

たといわれているが，一・般に，寡占体制の確立している部門では，かかる方法  

に．よっても，充分かつ容易に．，価格規制を実現できる。   

すで紅；指摘したよう紅，従来，公開価格制は過去の取引価格について認め  

られていたが，現行価格についてほ，価格協定の存在を示すものとして，違法  

とされていた。しかるに，『規約』によって，管理局は当該分野に所属する全産  

巣の，全製品にかんし，その過去，現在，そ・して将来の価格さえもファイル  

し，各メムバ」一に．配布できることになった。しかもたんに価格だけでなく販売  

諸条件にかんしても同様のことがおこなわれた。、もちろん，提出されたスケデ  

ュ－ルないしリスト・プライス以外の販売ほ認められない。メムバーたる各企  

発ほいつでも提出したスケデュ．－ルを改訂できるが，多くのぼあい（『規約』数  

297），それが有効となるのは－・定期間（＝「■待機期間（waiting period）．」）ニー  

ふつう10日間・一以後である。この「待機期間．」とは，低価格販売者に・たい  

し，管理局による「説得」と「脅迫」がおこなわれる期間であり，またそれが  

失敗したばあい紅，全企業が競争に対処サーるため，低価販売を定めた新しいス  

ケデュールを作成し；同時に発効するよう軋準備する期間である。9？）   

このような公開価格制一－－・⊥・といっても，422の『規約』のうち，】61は買手に情  

報を提供しないこ．とにしている－－のもとでは，競争者の価格・販売政策がガ  

ラス張りにされるため，暗黙の協定ないし了解が生じやすくなることはさけら  

れない。しかも，これを管理する『規約』管理局が，当該産業分野の同業組合，  

それゆえにまた指導的企業の代表，によって支配されていることを考慮すれ  

ば，その進む方向がいかなるものであるかはここで改めて指摘するまでもなか  

ろう。91）  

89）C∴軋Roos，〃♪・d一子．，p・277・なお21年，FrCは公開価格制を実施している団体が   

不問に付されていることに・注意凌喚起し，それらが不当な高価格を実現・維持しようと   

している，と非難した′（Cf小D・Lyncb，〃♪．√払，p・254）。  

90）Cf・W・NりLoucks，loc・Cit．，pp・116－17 
91）公開価格制の採用紅よって，第1紅，単一価格形成の傾向，すなあち，ファイルさ   

れた価格のうちもっとも高価格のものへ集中することに．よって，価格差が解消する傾向   

がみられた。第2紅，価格変動が減少し，変動したばあいでも，上昇の割合ほいぢじる   

しく高く，下落はおそい，という現象が生じた（具体的紅は，CF．Roos，OP。Cit．，pp 

383－88，参照）。   
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最後諺こ，「滞販売価格維持（resale pricemaintenance）」についてほ，NRA  

が原則としてそれを認めなかったため，『規約』には規定されていない。92）しか  

し，製造業者のなかには，指示価格を守らない卸商や小売商への販売拒否に・よ  

って，事実上その目的を達したものもある。その他プライス・ラインの設定に 

よ、る価格競争の制限等もおこなわれたが，主要な規制形態とほいえないので，  

ごこではとりあげない。   

さて，かくして，34年8月現在実施中の『規約』のうち，68％ほ「原価割れ販  

売」禁止を，65％が「標準原価計算方法」を，50％が「■公開価格制」を規走し  

た条項を香していた。9＄）このような諸価格規制こ・そ・が，同業組合やそれを支配  

する巨大企業によって「公正競争．」，「相互（mutual）競争」，「■新しい競争．」等  

と呼称されたものの主たる内容である。   

でほ，つぎに，このような価格規制は，製造業における巨大企業と中小企業  

との競争関係にいかなる影響をあたえたであろうか。産業経済局がNRAの経  

験を総括した報告によれほ，「－いかなる方法であろうと，統一・価格（unifoI・m  

pIices）が実現されると，・その‥結果は，通常，従来プライス・アピ・－ルに依  

存して－いた企業の競争力を扱うことになった。．」94）不況期紅は，ノ消費者がいっそ  

うプライス・コン1／ヤスになるせいもあって，価格は普段紅増して有力な競争  

上の武器となるが，－・般に，中小企業は主としてプライス・アピ・－ルに・依存し  

つつ経営しているため，かれらのシ．ェアが拡大サーるこ・とが多い。他方，巨大企  

業は，価格競争を向避し，すでに確立した「威信」を背景にした非価格競争め  

はうが有利である。95）したがって，NIRA期における広範な価格規制は，表面上  

ほ中小企業の擁恕を唱えながら，現実には中小企業の活動を制約しつつ，巨大  

92）再販売価格維持運動については，べつの機会に検討する予定である。  

93）A．Haring，〃ケ・C払，p小212・  

94）TNECMonographNo・1，PriceBehaviorandBusinessPolic．y，p・91・あるい   

はいう，「価格競争を排除しようとするいかなる計画も，巨大生産者の利益に・合致して 
いるようであった。」（Jみよd・，p・92）と。  

95）「一腰に．，地位を確立した企業は，しばしば，当該産兼紅おける自己の地位を保持   

することに満足し，喜んで価格競争を回避するふところが，成長企業ほ自己のレゴ√アを   

拡大するために．，積極的戦術を用いなければならない。」（∫∂どdこ；p」・93）。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



香川大学経済学部 研究年報 5  J965  ー22β－  

企業の立場を強化するものであった。9りかくして，NRA下において，両者の対  

立は、ヨリいっそう、激化することに．なる。97）   

このような対立の激化ほすで紅予想されていた。したがって，巨大企巣のイ  

ンタレストを濃厚に反映する『規約』は，価格規制条項と同時に，中小企業に．よ  

る価格規制の空洞化を閲止するための・・取引の全面にあたる規制条項を含んで  

いたのである。98）そしてこれは配給英一－といっても，本稿でほ」＼売業のみを  

とりあげるが一・一に重大な麿接的影響をあたえた。   

（2）NRA下匿おける製造業と小売業との対立  

（i）価格規制をめぐる，主として製造巣，における規模闇の対立ほ，小売菜にお  

いても，ぎゃくの関連においてでほあるが，やほり存在していた。すなわち，  

後者のばあい，むしろ大規模商が，かれらの活動を制約する価格規制軋反対し  

ーセいっても，のちに指摘するよう紅，価格規制自休を絶対的に排撃したと  

ほかならずしもいえ．ないのであるが，いちおう反対し－，他方，独立商を中  

心とする圧倒的多数の小規模小売（および卸）商ほ，大規模商のもつ利点の発  

現一低価格販売という形態での利点の発現～を抑制するものとして，かね  

七より価格規制を積極的に．支持していた。したがって，価格規制庭．よる中小企  

業の擁護という大義名分ほ，配給業という局限された産業部門においてのみ実  

96）もっとも，巨大企巣紅よる高価格の設定が，弱少の非能率企業を存続せしめること，   
いいかえれば，寡占体制のもとで，かえって広範に中小企其の存立基盤が形成される面   

はある。しかし，これらの中小企業は，巨大企業化・とって員の脅威となるものではな   

い。しかるに・これらの中小企業のうち，しばしば巨大企葵以上隼能率的で，プライス・   

アピ－ルに．よっで充分対抗でき，巨大企菜のいわば直接的敵対者となる「成長企業」の   

ばあい，かれらの活動は価格規制によって制約されざるをえない。ここで中小企業とし   

て問題にするのは，中小企業の上層を形成するかかる「成長企菜」である。  

97）具体例については，∫∂摘・，pい91ff・，参照。  

98）価格規制のはあいと同様，これらの条項が現実に・充分な効力を発揮したとはいえな  

い。「NRA下にこおいて，…‖規約で禁止された親争形態匿代る，瀕しい競争の諸形態を   

考案するにさいし，おどろくばかりの創意が発揮された。」（J∂柑・，p‖93）。それに・加え   

て『規約』違反も多かった。しかし，それにもかかわらず，30年代アメリカの小売巣に   

たいしロビンソン・／ミットマン法や再販売価格維持法があたえた影響およぴこれら立法   

の基本的性格を解明するさいに．．，『規約』のなかに率直に表明、されている巨大製造業者   

のインタレストを正確に把握しておくことが要求されるのである。   
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質的意味をもつ虹すぎない。99）しかし，それはともかく，巨大製造菓者は．自己  

のインタレストを増進するため，量的に．大多数を占め，また価格規制を要求す  

るこれらの小規模商を利用することができたのである。かくして，製造業と小  

売業の，それぞれの内部における規模間の対立は，ぎゃくの関連をもって相互  

に．リンクし，価格規制をめぐる攻防が展開されることに．なる。  

かかる関連ほ，価格規制の補完的役割を果すものとしての，取引条件の規制  

に．もそのまま妥当する。いやむしろ一大規模商ほ．，一面では，深刻な不況に 

よる売上げ低下により，価格規制を容認する保守的政策を採用しぼ．じめていた  

ため100）－製造業者の『規約』による価格規制よりも，その取引条件規制のは  

うがはるかに明確に，巨大製造業者（および小規模商）と大規模商との利害対立  

を浮き彫りにするのである。しかし，ここで，多岐にわたる取引条件の規制を  

全面的に．検討することは不可能である。したがって，このうち，製造業と配給  

米の接点をなす販売面における規制M）に．，とりわけもっともレダイアー一に利害  

対立を表現する割引・控除102）に論点をしぼることに．しよう。しかし，割引・捜除  

をここでとくにとりあげる理由は，たんに．これにつきるものではない。NIRA  

期において露骨な形態をとった割引・控除問題をめぐる利害対立を考察するこ  

とは，製造業者と大規模商との関係を規制するロビンソン・バットマン法が代  

99）したがって 

さしあたり価格政策）そのものが，小売菜における多数の低能率・小規模商の存立基盤   

を創出する。もちろん，かかる基盤は，巨大製造企業の一定の価格政策紅依存するもゐ   

であって，小規模商存続の強固なる基盤をなすものではけっしてない。しかし，一にもか   

かわらず，・－ヨリー・般化していえば－－独占．段階における中小企業の淘汰がけっして   

単線的に進行するものではなく，独占自体が，一面では，その淘汰を阻止する要因を生   
みだしていくことに．充分注目しておいてよい。  

100）このことは大規模商の高マ－・ジン政策およびチェ－ン税法反対闘争のばあいはど積   

極的にほ価格規制立法に反対しなかったこと軋現われている（チ．ェーン税法反対側争に   

ついては，拙稿「30年代アメリカにおける小売配給の諸問題（1）」『香川大学経済論藩』   

第38巻算4号，を参照せよ）。  

101）㌻規約．』における標準的販売条件の設定に・よる販売面の規制といえど．も，、きゎめ■て   
多面的であった（くわしくは，TNEC MonQgraph No・1，pp・9J．－98，参照）。  

1U2）割引・抵除の重要性に・ついては，拙稿「アメリカにおける小売其の再編成過程につ   

いて」軒香川大学経済論叢』第36巻第5号，184－86ぺ」－汐，参照。   
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弁する利害関係を分析するための不可欠の前提をなす申である。108）  

（ii）『規約』把．よって価格規制が強制されたばあい，それに．反対する中小製造  

業者が，表面的にはあたえられた価格を守りつつ，現金割引、・広告控除その他  

のいわば間接的価格譲歩ないし優遇によって，実質的に価格を切下げようとす  

ることは充分に．予想された。したがって，価格規制を補完するものとして，『親  

約』に．よるかかる面への規制が試みられたわけである。しかし，，割引†按除埠  

制ほつぎのような事情によってもまた要求されていた。すなわち，元来，割訃  

・控除ほ個々の取引における仕入鼠を基礎とする小売商の交渉力紅もっぱら依  

存しているから，巨大な仕入力を有する大規模商に・より，製造業者の「－適正利  

潤」が重大な浸蝕を蒙る可能性がある。じじつそれまで，割引・控除にたいす  

る大規模商の「不当な要求」に・，巨大製造業者といえども悩まされてきたのであ  

る。しかも，不況の深刻化に伴う競争の激化は，大規模商との取引にさいして 

の巨大製造業者の相対的滋．場をいっそう弱め，かくして▲，かれらもまたそのジ 

ェアを確保するためにいっそ・う大幅な割引・控除をみとめざるをえなくなっで  

いた。したがって二，巨大琴造業者を中心に・，所与の売上げ水準のもとで利潤増  

大を実現するために，割引・控除率の引下げが切実に要求されていたのである。  

それでは，NIRA期に，割引・控除をめぐるそれまで鱒・大規模帝に有利な・  

状況ほ．いかに変化したであろうか。この点でも「■NIRAは製造巣者に．“ぎ絶好の  

機会”を提供した。．」104）『規約』の大多数（34年8月現在で65％）が割引・控除・り  

べ・－ト等の制限（＝切下げ）・ノ禁止条項一通常ほ最高率の設定による切下げ  

－・－を設けて言いたのである。1¢∂）これ疫よって，割引・捷除鱒ヰ小製造業者紅とっ  

て有力な競争上の武器として－の役割を部分的に・果さなくなり′、，それと同時に，  

他方でほ，巨大製造業者にたいし，固定された価格水準下での利潤増加をもた  

らした。106）換言すれば，後者紅とって，割引・控除制限条項ほ．，第1疫魔道業内  

ロビンソン・パットマン法化ついて－は別稿の予定である。  

R．P．Mack，q♪．cざ≠りp小464．  

Cf．A．Haring，02。Cit．，p，，212；Joseph C．Palamountain，Jr．．，The Politiこcs  

かねわ・ポ偶力〃〝，19坤，pり193 
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割引・睦除の切下げほ，それに・照応したリスート・プライスの引下げを伴わなからた  
で ある（K．Dameron，“Retailing Under the N．R・A．Ⅱ，’’Jownalqf■Buざi・  

ness，Vol”ⅤⅢ，No．2，Apri11935，p．197）。   
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に・おける既存の競争関係を凍結するか，またほ中小企業にたいする嘩争上の地  

位をいちだんと強化し，第2に，主として大規模商の犠牲によって，実質的価  

格引上げをもたらし，最後に，価格規制計画の補完の役割を果す，という－・石  

三鳥の役割を演じたわけである。   

もちろん「割引を制限ないし引下げる製造業者規約の諸規菟ほ，とくに大規  

模小売商に．非常な利害関係があった。」107）ことほ，すでに指摘したと．おりであ  

る。じじつ，割引・、控除ほ大規模商の有力な収益源となっていたのであって，  

たとえば，A＆Pのばあい，82年の同社の税引前収益総額の約32％も占めてい  

た108）のである。それゆえ，大規模商にたいする直接的収奪をいみするこれらの  

制限・切下げに，かれらが猛烈に反対したのはとうぜんである。製造業者の  

『規約』作成過程に‥おいて，主として小売商側の申し入れに．より，相互協調のた  

卒多くの会議がもたれたが，そうした機会は・もちろんのこと？そ－の他あらゆ′る  

機会を利用して反対がおこなわれ，NIRA期の主要な論争のひとつとなった。  

たとえば，88年10月，NRDGAほ製造業者が一・方的紅割引・控除を引下げてい  

ることに・反対し，（1）これら割引・控除咋・，長年払わたりおこなわれてきたとこ  

ろの確固たる公正取引慣行である，（2トそれらは買手（小売商）にインセンチィ  

ヴをあたえるという利点を有す，（3）製造業者が共同行為によって，『規約』を利  

用しておこなう引下げは，独占的行為である，沌）現行率よりも低い標準割引率  

を設定している，（5）この引下げは価格固定化へ一歩を進め挙ものである，との  

全面的批判をおこなった。109）   

かかる批判に・たいする製造業者の反論のタイプはつぎのようなものが典型的  

といってよい。「…もし，製造業者が〔小売商の〕破壊的仕入慣行から保護さ  

れないならば，もしも製造業者が，小売競争のはげしい十字砲火を浴びるのを  

多少とも免れないならば，製造業者は，多くの人ネに有給雇用を痙供する機会  

107）ム鋸d 

108）M・A．Adelman，Pb・Cii．，p．471，Table22，より計静。  
109）C・F・Roos，0♪・．d′い，p‖299，n‖23．またNRDGAのワシYトン代表たるIrving   
C一Foxの“NRA Codes－A CriticalAppraisal－，”inPo？tOn，Con／Qrpn＄eOn   
DisiT’ibuiion，ed・r by Dan皐elBloomfield，1934，pp36－39，に歩けるはげしい非難を   

みよ◇   
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を奪われるであろう。，」110）との論理は，NRA下紅おいて独占的意図を実現する  

さいに好んで用いられたものであるが，それはともかく，小売商別の厳しい批  

判紅もかかわらず，製造業者側の態度は変らなかった。かくして，『規約』紅規  

定された新たな割引・控除条件を守らないものほ．，「不公正競争」として排撃き  

れ，ここ紅，従来の仕入慣行は重大な転換を蒙ること紅なる。たとえば，A＆‥P  

のばあい，不況期庭．おゆる大規模商の有利さを反映して，32年紅ほ848万ドル  

もの割引を取得したが，83年・にほ772万ドル，さらに84年に」は658万ドルた低下  

した。ところが，NIRAが達意判決を受け，NRA体制が崩壊し尭85年に・は，  

790万ドルヘと急増する。111）もちろん，『規約』の割引・控除規定がA＆P紅あたえ  

たこのような影響は一－こ詳しくは別稿の予定であるが－のちのロビンソン・  

パットマン法があたえた影響とは．比較にならないくらい軽微である。しかし，  

A＆Pが従来草受していた割引・控除に．比較すれば，『規約』せのあたえた影響は  

重大である。112）   

このよう紅，巨大製造業者の利害を反映する『規約』軋よる割引・控疲条件ゐ  

統一・化＝切下げほ，大量仕入力を背恩乾したととろの大規模商の主要な利点の  

ひとつを奪い去った。それゆえに．，この問題をめぐる対立のさい，小規模商  

（主として独立小売商）ほ，むしろ巨大製造業者の側についたのである。小規  

模独立商は，かねてより，チ．ェーー・ンを中心とする大規模小売商の強力な低価格  

販売の原因を，製造業者紅よる差別的価格および大量の割引・控除紅もとめ，  

その廃絶を強請していたのであるから，かかる態度は，とうぜん予想されたこと  

である。割引・控除問題を主要関心事としていた独立卸商もまた製造業者の  

110）K．DameI■On，わcりCよ才・，p・】97．  

111）MルA・Adelman，ObCitl・，p・53lなお，pl471，Table22，も参照せよ。その他，   
若干の産共部門に・おける現金割引率の切下げ紅ついては，C．F．Roos，0♪．c払，p295，   

Table XXXⅢ，をみよ。  

112）『規約』は割引・接除率の切下げに貢献しただけではない。広告接除（これがもっ   

とも大きい比重を占める）等の使途にたいする監査や，広告に．さいレての小売商例のイ   

エンヤティグを制限する試みが強化された。もちろん，タグマエからすれば∴こうした   

ことはとうぜんおこなわれるべきである。しかし，従来それがおこなわれず，製造発着   

による実質的価格優遇となっていたところ紅，製造業者にたいする大規模商の強力な立   

場が現われていた。   
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『規約』を支持したが，その理由ほ，第1に．，かれらが独立小売商と同一－・利害関  

係軋あること，そして第2に．，多くの製造業者『規約』が，製造業者と直接取引  

する大規模小売商の仕入カの発現を減殺するため，明確な顧客分類をおこな  

い，いかに大畠・直接仕入の小売商であろうとも，卸商との間紅は，明確な価  

格・割引率そ・の他の差別を設けたことに．ある。11＄）しかし，製造業者の観点から  

すれば，顧客分類は，・－・方では卸商を楯として．利用しつつ，他方でほ大規模商  

が従来取得してル、た割引・控除に．攻撃をしかけ，自己の価格規制二利潤確保計  

画を完成する重要な1手段をなしていたのである。114）換言すれば，巨大製造業  

者ほ，自己のインタレストを増進するために．，利用価値さえ．あれほ，たとえ非  

能率経営であろうとも，旧来の・伝統的配給業さえ利用したわけである。115）   

巨大製造業者のかかる政策の副産物として，NIRA期に‥おける独立（卸・小  

売）商の大規模商にたいする相対的地位は若干向上した。しかし，∈の地位向  

上は，巨大製造業者による大規模商抑圧の反面として－のそれであって，独立商  

が製造業者から狩得する割引・控除率の上昇に．端的に現われる．ような，製造来  

者にたいする独立商の地位の絶対的向上ではない三16）換言すれほ，結局，NIR阜  

期に‥おいては，巨大製造業老のみが，配給業者にたいする立場をいちじるしく  

有利に．したのである。  

113）Cf・Bur’tOn A．Zorn and GeorgeJ．Feldman，BusinessUndertheNew PYIi・   
c♂エα抑S，】937，pp．30－31。なぁ，卸商にとって差別的に有利な割引ほ，業種割引（t工・ade   
discounts）ないし機能割引（董unctionaldiscountS）という形態をとる。これらの割引   

が，大規模商のカを減殺しようとする独立卸商が強力紀要求した（竿れはじじつであ   
る。たとえばJCい PalanlOuntain，OP．cii．，pp．194－95，をみよ）ため，製造業者が   

この要求紅屈するこ．とによってあたえられた，とみなすことは，事態を転倒して把握す   

ることになる。また，独立の卸・小売商の同盟が，製造業者を圧倒し，大規模蘭への割   

引・接除率が切下げられた，とみなすことも同様に誤一りである。NIRA以前の時期にお   

ける製造業者と独立（卸・小売）商の力関係のもとで実現できなかったことを，製造業   

者例の力が相対的にいちじるしく強化されたNIRA期にいかにして－実現したというの   

か。割引・接除の問題にたいしては，あくまで，基本的紅ほ，とくに巨大製造共著をと   

りまく客観的状勢とかれらに固有の利害関係の側面からアブロ－チすべきである。  
114）Cf．TNEC Monく〉graPh No。18，P．77 

115）この点は，いわゆる「流通革命」を考察するさいに重要である。  
116）Jh ClPalamountain，OPCit．，pユ97；B A．Zornand G．J：Feld皿よn，OP。   

C〟・・，p・32錐・独立（卸・小売）商は，製造業省からヨリ大きい譲歩を獲得できるはど   

強力でほなかった。   
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（3）小売共『規約』紅おける価格規制の試み  

（i）一・般に，製造業に・おける価格規制ほ，必然的把・，小売業に∴ねける何らか  

の価格規制を帰結する。なぜなら，製造業者の出荷価格のみを固定化し，小売  

価格の設定を自由紅すれば，小売面での価格競争紅もとづく有名ブランド品  

－－ これがとく紅価格切下げの好対象となる－のマーもンン低下は，小売商紅  

よるその販売努力を減ずるか，または小売商・卸商に．よる出荷価格の引下げ要  

求を生ぜしめるからである。このいずれのほあいも，有名ブランド品を生産す  

る巨大製造業着払とって不利であることはいうまでもない。かくして－，ひとた  

び製造共に‥おいて価格規制がおこなわれると，必然的に，配給部面へと展開せ  

ざるをえなくなる。117）しかし，他方でほ，小売業の内部からも，規模間の対立  

を反映した，価格規制の要求が生れてくる。これほり 表面的にほ製造業の価格  

規制と別個紅，小売業独自の要求として現われることが多いが，じっさいに 

は，製造業者によって触発された要求として，両者が深部払おいてリンクして  

いることが多い。118）このよう紅して，製造業に．おける価格規制は，小売部面に 

まで一種々の形態・経路を通して一拡散・波及して－いく。   

小売業『規約』紅おける価格規制条項も，従来から小売業内に存在して－いた価  

格規制要求脚それは，製造業者の価格規制によって助在化し，具体的形態を  

とるに．いたった－－が，製造業『規約』に．よっていっそう強化されつつ，表面的  

にほ小売其の独自的要求の結果として導入されたのである。もちろん，製造業  

『規約』紅よる価格規制が，現実には多くの『規約』違反を発生させ，また，ルー  

スな形態の価格規制が，かなりの程度価格競争の存在を許したため，製造共著  

】17）しかし，タバコ産業のように，いちじるしく強固な寡占支配が確立している産業で   

は，巨大製造来者は配給業者紅たいし高圧的憩度をとることができ，またと．のばあい   

ほ，出荷価格のみを固定し，あとは自由な価格競争を認めたはうが，売上げも増大する   

ので有利である。なぜなら消費者のなかに強力なブランド受容性を確立しているため，   

収益がえられなくでも，小売商はそ・の有名ブランド品を販売せざるをえないからであ   

る。このように，寡占体制確立の度合い紅よって，製造業者の価格・流通政策ほいくら   

かのプァリ．エインヨンを生ずる。  

118）もちろん，ぎゃくのばあい，すなわち，配給共著がその組織化されたカを智景に，   

製造業者に価格固定化を要求するようなはあいもある。しかし，こ．れを価格規制展開の   

基本形態とみなすことはできない。むしろ，それほ，他の産業分野紅おける価幽魂制の   

展開にたいする，ひとつの反作用とみるぺきである。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



NIRA期の小売共について  －2ββ－  

による価格規制の努力がなされたこともある。しかし，NIRA期の小売価格規  

制は，けっしてこのような努力の直接的産物でほない。  

（ii）NRAは，製造業にたいしてと同様，小売業に・も，『規約』に・労働関係条項  

のみを含ませるよう要求したが，小売業側はそれに呉向から反対し，公正取引  

慣行条項の導入をつよく要求した。この点をめぐってかなりはげしい論争が生  

じたが，無制限の価格競争は再雇用と高賃金の支払い，したがってまた景気回  

復，を遅滞せしめる，というNIRAのたて－まえを楯に・とった業界側の主張に，  

NRAがしだいに．好意的態度をとるようになったので，結局はかれらの要求が  

実現する。119）   

小売業『規約』の公正取引慣行条項は，とくに．価格競争に一雇の枠（flooI’）を  

設定しようとするもので，激烈な価格切下げを“おとり（lossleadeI－s）”に・還元  

して把え，それを「不公正取引慣行」として禁止ないし制限するものである。  

このうち『基本規約』（鱒よび『食料品小売規約』）で採用されたのがいわゆ皐「■安  

売り制限（loss－1imitation）条項。」である。これは，小売商の純引渡し価格（net  

invoicedeliveredcost）または現行市場引渡し価格（curTent 

cost）＝買換え価格（replacementcost）のいずれか低いはうに，10％120）（食料品  

では6％）のマークアップを加えた価格を切下げの下限としたものである。こ  

の規定を擁護したグル・－プは，これは価格固定規定ではない，と説明したが，  

たしかに．，この規定はかかる説明がおこなわれるくらい，価格固定方策のうち  

ではもっともル－スな形態といってよいであろう。しかし，小売価格競争に・お  

けるおとりの重要性をかんがえると，この規定が一慮の価格競争制限要因とし  

て作用することはうたがえない。そうとすれば，この規定を主張したグル・－プ  

が，巨大チェ・－ンを中心とする大規模店のプライス・アピ・－ルに・よって，レェ  

アを浸蝕 

では他方，大規模商はいかなる態度をとったか。通説に・よれば，『規約』作成  

119）この過程については，C F．Roos，0♪・め．，p・259ff．，参照。  

120）業界側はもともと15％を要求していたが，消費者諮問委員会その他の猛烈な反対で  

10％へ引下げた。このマ－クアップ水準は，労働コストをカグァ・－しうること，および   

劣悪小売商を刺さない，という観点から決定された。なお，当時営業費は平均28％であ   

った。   
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過程把おいてi新・旧流通方式の対立という形態をとった規模闇の対立があ  

り，多数を占める小規模商が，同業組合の代表として『規約』作成に従事したた  

め，露骨とほいえないにしても，大規模商紅かなり不利な規定がもりこまれ  

た，したがって巨大チェ丁ンを中核とする大規模商はそれに極力反対した，と  

いう。しかし，かかる見解にほかなり疑問がある。   

われわれほ大規模商が，製造業『規約』紅よる割引・控除率の引下げに．†・致し  

て強力に反対したことをみた。ところが，小売業『規約』の公正取引慣行条項し  

たがってまた「安売り制限条項．」にたいしては，大規模商の間に，奇妙な・分  

裂した態度を認めることができるのである。すなわち，少数の巨大チ．霹．－ン，  

通信販売店，巨大百貨店よりなる第1のグル－プは安売り規制に．反対した121）  

（このグル・－プの代表ほMacy）。これに．反し，第2のグループを構成する大規  

模商の大多数は，中小規模商とともに，それに．賛成したのである。122）「安売り制  

限条項」の本来的目的が，チェ．－ンを中心とする大規模商の価格競争を制限す  

る点紅あったことをかんがえると，大規模商の大多数がとったこ．の態度は，奇  

異の感をあたえる。そこでまず第2グル・－プがかかる態度をとった原因をあき  

らか紅して．おこう。   

20年代末まで紅．，大規模チ‡・－ンの多くはすで紅その地位を確立し，部分的  

には過剰拡張の状態に到達していた。それと同時に．，かれらは競争の重点を価  

格面から非価格面へと移行させはじめていた。かかる政策転換は巨大化した企  

業に．固有のものであるが，それはともかく，価格競争の回避という点では，この  

転換ほ中小規模商の要求に合致してくる。さて，大規模商のかかる保守的政策  

への転換は，恐慌とス・－パ・－・・マーーケットの急速な進出とに．伴う激烈な価格競  

121）このグル－プの反対がハデ紅おこなわれたこと，および大規模商紅一・般的な一割   

引・姓除制限とセットにされた－製遇業者の価格固定への強力な反対との混同，のた   

め，一般に．大規模商が「安売り制限条項」に・反対であった，とする通説が生れたものと   
おもわれる。  

122）R．P．Mack，〃♪1．C払，pp．184－85and191＝このグル－プは小売商の95％を代表し   

ている，と信じていたという。なお，チェ－ソ（とくに．大規模なそれ）のジェアが高い   

「食料品英では，全体的にみて，チェ・－ンはNRAの6％の安売り制限規定に・賛成し   
た。」（Edward T”Grether，Price ControIUndeY’FaiY’Trade Legislation，  
1939，p249）   
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争に．よっていっそう促進される。とくに．後者は，大規模チエ．－ンが広範に進出  

していた食料品小売共において，ドラスティックな価格切下げを武器紅，急速  

に∴チ．ェ－ンのシェアを浸蝕していた。このため，大規模チェ－ンにとらては，  

現状維持のための何らかの方策を採用するこ・とが緊急の課題となって－いたので  

ある。   

したがって，これら大規模商が「安売り制限条項」に・賛成したのは′，けっし  

て奇異なことではなく，むしろとうぜんのことである。じじつ，同条項の内容  

を検討すれば，意図したかどうかほともかく，客観的に．は，かなり濃厚に．かれ  

らのインタレストを反映しているこ．とがわかる。すなわち，第1ほ，そもそも  

「貸売り制限」というきわめてル」－スな価格規制形態を採用した点である。「そ  

れは，小売収益の，いくぶん小さい1漏ロをふさぐためのひとつの試みであっ  

た。．」123）にすぎない。製造業のばあいは，かかる規制形態でも，他の規制方策  

との結合および同業組合の強力な活動によって，り汐ッドな規制を実現できる  

であろう。しかし，企業数が圧倒的に多い小売業ではそうはゆかない。かくし  

て，これは大規模商紅かなり広範な自由行動を許すことになる。124）非価格競  

争志向が強化されても，価格競争面における広範な自由行動領域を保持してお  

くことほ，シ．ェ．アの維持・拡大に．とってきわめて重要である。小売業のよう  

に，競争がはげしく，しかもその全面的規制の不可能なこ．とが明白な部門で  

は，とくに．そうである。「安売り制限」という形態の価格規制は，大規模商の  

かかる要求を具体化している。   

さて第2に，上述の点とも関連するが，もし轟紅小規模商の擁護を目的とす  

るのであれば，卸売価格ブラスー・定のマークアップ，つまり統一・的下限を設定  

すべきであろう。しかるに，既述のごとく，個々の企業・店舗によって異なる  

純引渡し価格を基準とすることによって，「∴l・NRAは，数星割引を，巨額の  

売上高と運転資金とを有する企業紅より取得される利潤としででほなく，原価  

123）R．P．．Mack，〃♪．c払，p・204 
124）もっとも，原料価格の変動その他の原因により，リジッドな価格規制が困難な領域   

が存在するため，それ紅適応した規制形態として「安売り制限」が採用されることほあ   

る。しかしこのばあいには妥当しない。   
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要素として取り扱うことに．よって，大規模商をはっきりと優遇したのであっ  

た。」125）   

第8紅，6・10％のマークアップに．とどめた点が問題である。これは，－・方  

では，小規模商の擁護紅何ら役立たないことによって，大規模滴と小規模商と  

の相対的地位を不変ないし前者に有利にし，他方では，大規模紅おとりを使用  

するスーパ・－・マ－ケットやプライス・カッターの進出阻止をはかろうとする  

ものである。はげしい価格切下げをおこなうス－パ－・マ・－ケットやアライス・  

カッタ一に．たいしては，6・10％ていどのマークアップでさえも′撫蒜‘もし厳格  

に実施されれは－，きわめて有効な進出阻止要因となる。】26）   

以上に．よってノ，小売業『規約』による安売り規制が，一方では，非価格競争を  

志向することに．よって，現状凍結ないし地位の向上をはかり，他方では，はげ  

しい価格切下げに′よって急速に．進出する小売商の活動を制約しようとし，しか  

もそれが不可能なばあいを想定して，できうる限り広範な行動の自由を確保し  

ておこうとする，大規模商のインタレストを，かなり忠実紅反映したものであ  

ることは明白であろう。   

でほ，大規模商のうち，第1グル～プはなぜ反対したのであろうか。ノわれわ  

れは，当時の状況を考慮するとき，このグル－プが反対したことにむしろ奇異  

の感をいだく。このグループを指導したMacyのP．S．Straus社長は，公正取引  

慣行条項を要求する理由は何もないし，それについての議論は『規約』作成を  

おくらす，とのペ，さらにいう，「われわれは，もし労働時間が制限され，最  

低賃金が定められれば，われわれの規約には，不公正競争紅．適用する何らの規  

定も必要でほない。現在，不公正競争をもたらすいかなる種類の不公正行為を  

125）C．F．Roos，〃♪c払，p．269．制限ないし切下げられたとはいえ，割引・接除率は   

－・律ではなく，売上高に．スライドさせて上昇させる『規約』が多かったため，大規模商   

の中小規模商にたいする優位は存続した。  
126）もし，この進出阻止に失敗したばあいは，同条項の適用除外規定を活用して，競争   

者の価格紅対抗して切下げを断行できたのである。すなわち，同規定によれば，11）人口   

2，500人以下のタウンにある雇用5人以下の小売商，（2）競争者への対抗（これがもっと   

も重要である），（3）善意の滞貨－・掃販先（4）取扱いをやめたラインや粗悪品の処分，（5）   

店じまい処分販売，（61政府・機関への契約販売，については，最低マ－クアップ規定は 

適用されない。   
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も」狙止するに充分な法律がある。．」127）と。ここに．は，公正取引慣行条項に反対す  

る積極的理由はイ可ものべられていない。   

われわれは，第1グループの強硬－というよりもハデーな反対表明の背  

後紅．存在する利害配慮を明確紅フオ・ローしうる資料をもち合わせていないが，  

いちおうづぎのような推測が可能であろう。その第1は，個別資本のピヘイグ  

イブ・一に重要な影響をあたえる何らかの個別的事情，および当時の情勢に．たい  

する独自的判断があったのではないか，という点である。これはリ Macyもそ  

の有力な一・見であるNRDGAが第2グル－プの立場をとって：いることからもい  

える。したがって，この面からは，第1グル・－プ全体紅／ついて，共通した利害  

関係をあきらかに．することほ不可能とおもわれる。しかし第2に，これらグル  

ープは，同条項の導入が不可避なことを見越しで，この機会を自社のPR紅利  

用したのではないか，とかんがえられる。とくにMacyについてこの感を深く  

する。最後に，巨大小売商に．強固に．存在するところの，小売価格決定に．たいす  

る完全な自由の保持要求をあげることができよう。この要求は非価格競争志向  

と何ら矛盾せずに．存在しうるものである。  

（iii）「安売り制限」は，それが価格規制のもっともルースな1形態であった  

こと，さらに．ほその実施が困難であったこと，その他の原因に．より，小規模商  

の期待したような成果をあげることはできず，ただ激烈な「おとり商俵」が抑制  

された紅すぎない。もちろん，大規模商の利点の制限など実現されるはずはな  

く，128）激烈な「ぉとり商法．」の抑制も，小規模商よりもむしろ大規模商紅たいし  

てヨリ多くの利益をもたらした。このため，中小規模商－－そしてプライス・  

カッタ・丁の進出に．悩まされて－いる大規模商にもそ・の内的要求があったとみてよ  

いが－ 

ずドラッグ商の『補足的規約』においてみよう。   

ドラッグ商を結集した強力な同業組合NRDAを中心紅，古くから再販売価  

格維持法の制定を要求する粘りづよい運動が続けられていたが，30年代に・それ  

127）R．P．Mack，♂ク．C払，pい184，より引用。  
128）Cf∴臥A．．Zorn and GJ．Feldman，OP．cii．，pp．．37■－38．これが通説的評価であ   

るが，正しいものとかんがえられる。   
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はいちだんと進展する。129）かかる運動を背景濫．，NRDAほ『基本規約』に．再販  

売価格維持条項を設けることを強力に．主張したのであるが，NRAは原劇とし  

てそれ 

価格規制形態たる「安売り制限条項」に・すぎなかった。したがって1かれらの間  

に．大きい不満が存在したのはとうぜんである。そこで，34年2月に修正された  

『補足的規約』紅おいて，『基本規約』よりややリジッドな『安売り制限』規定を設  

けた。それによれば，以前は1ダース分の卸売引渡し価格を革低価格としたの  

に．たいし，製造業者の卸売リスト・プライスを最低価格とした。これは；ドラ  

ッグにかんする統山・的最低価格の設定をいみする。130）   

その他，本屋，タバコ小売業の『補足的規約』では，公然と再販売価格維持が  

規定され，いずれも非常な成果を収めたといわれる。だが，小売巣全体からす  

れば；これらは局部的現象にすぎない。小売業紅おける全体的な価格規制は，  

NIRA期以後，巨大製造業者が反独占攻勢を回避するため，小売商を積極的に 

利用するように．なってはじめて本格的に進展しはじめるのである。  

Ⅳ   

（i）小売業では，すでにのべたごとく，中小規模商の利害を反映するような形  

態の価格規制，したがってまた大規模商の利点の減殺は実現されなかった。だ  

が，製造業に．おける強力な同業組合活動と『規約』を慣杵とする価格帯上げ  

は，小売商の便乗的吊上げをよびおこし，181）ここに急激な物価上昇が生じ  

129）との運動について－はべつの機会に．論ずる予定のため，ここで詳しくふれることはで   

きない。  
130）もちろん．これに・よって規模間の利点の差異が解消するわけでは．ない。リスト・プ   

ライスからの割引率は，－・般紅，大規模蘭ほど高率だからである。しかしこの利点を，  

価格競争において発揮することにたいしては，『基本規約』のばあいよりもいつそう大   

きい粋が設けられたことになる。  
131）『規約』作成過程において，すでにその物価にたいする影響は現われだしていた。   

換言すれば，『規約』承認以前の物価上昇が，『規約』と無関係だとはけっしていえな   

い。とれに・ほ，NIRAによって－強化された同業組合が重要な役割を果したとみてよい。   

なおここで注意すべき点は，価格上昇率は，独占的商品紅おいて低く，非独占商品では   

高いことである◇これは，強固な寡占体制が確立している産業分野で鱒，深刻な不況期   

（29－32年）の価格下落が軽微であったためである。他面，非独占商品の価格急騰は，   

ルースな寡占体制の産米分野が，NIRA紅与ってあたえられた「絶好の機会」をきわめ   

て有効紅利用したことを物語る。  
。  

W｝   
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た。1S2）この物価騰貴が，需要増大を伴う景気回復が要請するところをとえ・るも  

の，すなわ事実体的基礎を欠くものであることはうたがう余地がない。さて，  
この結／／乞うぜんのことながら消費者の抵抗（consumerresistance）がま  

●‾‾二 

＿＿∵ 

関して対抗するが，成果をあげることほできなかった。しかし，消費者の不買  

運動も物価上昇を抑制することはできず，ただ小売商の便乗的値上げをあるで  

いどチ．ェックしえ．たに．すぎない。   

産業に利潤を，労働に高賃金を保障するNRAの政策は，必然的紅高物価を  

帰結し，生計費の上昇こ実質賃金の低下をきたすこと紅なる。したがって，ロ  

ー・ズグェルト鱒貯がNIRAによって景気回復をはかろうとしたとき，消費者，  

したがってまた労働者は，実質的には‘‘忘れられた人々”とならざるをえない  

運命にあったといってよい。諸利害集団間の組織力・経済力を背景とした力関  

係の結果としてそうならざるをえない。   

しかし，もちろん初期ニュ－・・ディ－ルにおいて，消費者にたいする何らの  

配慮もなざれなかったわけではない。13＄）そのうちとく紅NRAの消費者諮問委  

員会（Consumers’AdvisoryBoard，以下CABと略記）紅ついてみれば；CAB  

は，反高物価・反独占世論の高揚を背景に，『規約』作成・管理紅消費者の利  

害を反映させるために／設置されたものであるが，CABの活動は以下の諸理由の  

ため大きく制約されていた。すなわち，欝1に．，専門スタッフがすくなく，組  

織的に弱体であったこと。第2に，それを補うに㌧足るだけの強力に．組織された  

消費者団体が存在しなかったこと。これをいいかえれぼ，同業組合のはうがは  

るか紅強力な影響力を発揮できたのであって，その力の前把．，CABは非難・攻   

132）BLSの卸売物価指数（1926年：100）は，33年2月の59・8（底）から，10月（ピ，－ 

ク）には71．2へと急上昇し，小売物価指数（31年：100）も，4月の69・・7から，10月に 

ほ86．0へと急騰した。  
133）たとえば，AAAのConsumers，Counselは，Consumers’Guideを発行して消貴著   

教育をおこなった。だが，かかる姑息な手段で，消費者の直面していた諸問題が解決さ   

れないことはいうまでもなかろう。またNRA長官Johnsonは．，消費者にたいし，購買   

力引上げの約束だけはした。しかし，それを実現するための具体的施策は何も示さなか   
ったといってよい。   
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撃され，その本来的活動は大晦に骨抜きにされたのである。さて，第3に，政  

府・NRAの実業界にたいするあまり紅も妥協的態度が措摘できよう。体制を  

前提とする限り，景気回復のためにほ，産巣側の要求する利潤保証措置を容認  

すること軋ならざるをえない。産業側は政府のこの根本的弱点をフル紅利用し  

たのであって，これほ．，かれらが自己のインタレストを主張するさいに，サ噴気  

回復 “ そしてしばしば労働関係規定さえもーをたてまえとしていかに効果  

的紅利用したかをみれは－・目瞭然であろう。   

さて，反高物価・反独占世論の高揚は，CABの設置のごとき姑息な手段に  

よって慰撫できるものではなかった。じっさい，NIRA成．息以後，『規約』を利  

用しておこなわれた独占の強化と，とくに価格面に集中的軋現われたその弊害  

は，国展はもとより，政府当局の容認しうる限界を逸脱するはど露骨になって  

いたのである。1銅）また産業界の内部においても，中小企業や大規模商は，それ  

ぞれの利害関係から，反独占的腰皮を強化していった。   

このような情勢のなかで，政府当局はしだいに反独占路線を強化していく。  

まず84年2月，NRAの産業経済局局長Whitesideほその報告のなかでつぎのよ  

うな提案をした。（1）公開価格規定から「待機期間」を削除すること，（2）－・定限  

度内での割引の復活，（3）『規約』の諸規定のみならず，『規約』をめぐる“親密な  

関係”から生ずる価格上昇をチェックすること，（4）卸，小売等の顧客分類の再  

検討，（5汀原価」および「原価割れ販売禁止」規定の再検討㌘）っいで8月，Jobnson  

長官は60日間にわたる公開価格制の実施を停止する命令を出し，さらに6月に  

は，NRAほ，認可された『規約』のうち価格規制関係規定はちかく再検討され，  

また未だ認可されていない『規約』からは，おそらく岡焼定は削除されるだろ  

う，との公式声明を出した。1R6）このよう紅，価格規制を中心とする公革取引慣  

行規定への攻撃がしだい紅強化されていく。137）しかも他方では，社会保障制度  

の確立，労働組合の育成・強化がほかられた。NRAのかかる反独占政策の強化  

134）もちろん，独占問題にかんし「右顧左周」の政府紅，明確に意識された限界など設   
けられていたわけでほない。しかし，とくに反独占性論の嵩扱が，政治的配慮の面か   
ら，従来の独占優遇政策の限界をかなり明確に恋敵せしめたとみてよいであろう。  

135）R．P．Mack，OP－Cit．，p・475，nOte，参娘。  
136）A．Haring，ゆ・Cオ′・，pp－83－84・  
137）Cf．i－bid．，pp218and221；B“A・ZornandG小JlFeldman，0？leii”，p・36ff 
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と労働優遇政策への転換は，産業界主流のNRAへのつよい反撥を惹起し，か  

くして「傲府とピズネスとの協同体制」の基盤ほ大きく揺ぎはじめる。  

（ii）35年ち月，最高裁はNIRAに．達意判決を下し，とこに、NRAほ．解体され  

た。しかし，上述したところ紅よってあきらかなごとく，N王RA体制ほそれ以  

前から，NRAの反独占政策の強化によって－崩壊しはじめていたのである。さ  

て，NRAの解体ほ，産業界とくに製造業における巨大企業が『規約』に．よって革  

受できた諸特権の完全な喪失をいみしたであろうか。『規約』が，すで軋NIRA  

以前に，同業組合を中心におこなわれていた独占的諸活動の公認という側面を  

もっていたことからとうぜん予想されることであるが，NRAの解体は諸特権  

の完全な喪失をけっしていみしなかった。NIRA期軋強化された同業組合を拠  

点として，独占的諸活動は引続きおこなわれることになる。だがそればかりで  

ほない。政府の反独占政策の強化に反撥したグループは，すでに・NIRA末期  

から，かれらのインタレストを実現すべく，立法措置を要求しはじめていた138）  

が，NRA崩壊後再発した価格戦争は，こ．の要求をいっそうはげしいものにし  

た。   

かれらが要求した立法措置ほ，まったく初期『規約』の再版といってよいが，  

NIRAの7条a項を削除することだけほ．けっして忘れなかった。1＄9）この要求は  

“Little NIRA”諸法を生み出したが，そ・のうちとく紅重要なものは，第1に，  

再販売価格維持または安売り制限を実現しようとする，各州の「公正取引法」140）  

とミラー・タイディングズ法である。第2ほ，大規模商が大鼓仕入力を背景紅  

強要する割引・控除（価格優遇）を制限しようとするロビンソン・バットマン  

138）立法の助けを借りなければ，独占的目的を実現できないということは，寡占体制の   

脆弱性の現われであろう。強力に寡占支配の確立している産業分野でほ，立法措置に・依   

存せずして，広範な独占的活動が可能である。しかし，全体的にみれば，当時の巨大企   
業は法的側面からの授助を必要としたのである。とほいえ前者のはあいに・おいても，   

かかる立法措置が歓迎されることはいうまでもなかろう。  
139）Cf∴臥T。Grether，Ob・Cit．，p・10・また，たとえば全米商業会議所その他の実菜   

家団体は，州および連邦議会紅たいし，NRAの特徴たる「産業自治（Self・ruleinin－   

dustry）」を認める立法を要求した（D．Lynch，Ob．cii．．p．．156）。  

140）もちろん，「公正取引法」をNIRA以前から制定していた州がある。しかし，こ   

こでは，NIRA以後の急速な普及に注目しているのである。   
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法である。この3立法に．ついては，ぺつの機会に検討するが，．これら匿よっ  

て，巨大製造企業は大規模商にたいする相対的地位を，NIRA期匿・おけるそれ  

に比し，いちじるしく強化し，決定的優位を確立する紅いたるの 

（1965年11月30日）   
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